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１． 介護保険制度の概要と住宅改修の基本                          

 

（１）介護保険制度とは 

 

介護保険制度は、平成 12 年（2000 年）に施行された国の社会保障制度です。それ以前の老人

福祉制度は、市区町村が介護サービスを提供する「措置」でした。また、老人医療では介護を理

由とする長期入院の問題が発生するなど、これまでの老人福祉や老人医療の制度が限界に達し、

要介護者の増加や介護期間の長期化、核家族化や介護者の高齢化などの諸問題に取り組むために、

社会全体で支える体制が必要になりました。そこで制度化された介護保険は、利用者本人の選択

によりサービスを受けられる、給付と負担の関係が明確な社会保険制度を採用しました。その目

的は、高齢者の自立した生活を支えることであり、介護が必要になっても地域で安心して暮らせ

ることを目指しています。 

 

 

   

  

(注)第 1号被保険者の数は、「平成 25 年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成 25 年度末現在

の数である。 

第 2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護保険給付費納付金額を確定するための医療保険

者からの報告によるものであり、平成 25 年度内の月平均値である。 

(※)一定以上所得者については、平成 27 年 8月以降、費用の 8割分の支払い及び 2割負担、また、平成 30 年

8月以降、費用の 7割分の支払い及び 3割負担となる。 
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はじめに 
 
 
 

本書は、住宅改修費の支給申請等に係る実務的な側面を中心に解説したものです。介護保険

の支給対象となる住宅改修についてはその工事種別や支給限度額、申請手続等が定められていま

すが、これらを熟知していないと、被保険者の住宅改修についての要望に十分に応えることがで

きません。 
本書では、これらを図やイラストを使って分かり易く解説し、また、申請に係る工事費内訳

書等の書式例も用意して、実務の現場で役立つようつくられています。 
住宅改修事業者はもちろん、介護支援専門員を始め、福祉・医療関係者にも、幅広く活用し

ていただければ幸いです。 
なお、本書は必要に応じて随時改訂しておりますが、最新版は当財団ホームページにおいて

すべてダウンロードできるようにしておりますので、こちらもあわせてご活用ください。 
（当財団ホームページ http://www.chord.or.jp） 

 
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
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要介護認定を受けると介護サービスを利用できるようになり、ケアマネージャーが当事者にあ

った介護（ケア）プランを作成します。介護プランが決まると、サービスを請け負うサービス提

供事業者と加入者が契約し、介護サービスが開始されます。そのなかの一つに住宅改修工事があ

ります。  

介護保険の介護サービスは、生活援助や身体介護など、自宅での介護や施設での介護となりま

す。介護サービスを受けた加入者は、かかる費用の一部を自己負担します。自己負担割合は、加

入者の収入により１割または２割負担となります。（平成 30 年８月からは３割負担も開始されま

す）また、要介護度により利用限度額が決められており、限度額を超えてサービスを受けた場合

の超過分は全額（10 割）自己負担となります。 

 

 
 

 

介護プランにおいて住宅改修工事も計画されます。従って、プランや「工事が必要な理由書」

により工事の目的を把握したうえで、適宜適切な工事の計画、ケアマネージャーを含めた当事者

や家族との合意、保険者窓口との必要な協議などを踏まえて工事実施を行うことになります。 

  

住宅改修工事 
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（２）介護保険のしくみ 
 

介護保険は、40 歳以上の方が加入し、市区町村ごとに決められた介護保険料を納めます。介護

の必要な方が費用の一部を負担することにより様々な介護サービスを受けることができます。地

域包括支援センターが中核を担い、高齢者の住み慣れた地域での暮らしを支えるしくみになって

います。 

介護保険の財源は、半分が加入者の保険料、残り半分は国や市区町村の税金など公費で賄われ

ます。  

介護保険の加入者は、年齢により２種類の被保険者に分かれます。 

◇第 1 号被保険者（65 歳以上の者）・・・介護や支援が必要と認定された場合に介護サービス

を利用できます。 

◇第 2号被保険者（40 歳～64 歳で医療保険加入者）・・・介護保険で対象となる疾病（特定疾

病 16 種類）が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービスを利用できます。 

介護サービスを受けるには、居住地の市区町村の窓口（保険者）に要介護認定の申請を行いま

す。介護状態の判定の為の調査を行い、判定が通知される約１ヶ月後に介護状態の程度によりラ

ンク分けがされます。  
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（３）住宅改修工事の検討事項 
 

介護保険制度での住宅改修費は、あくまでもご利用者本人に対して支払われる保険金であり、

家屋改修工事費の補助金ではない。また、一定のルールに沿って手続きが行われるべき制度であ

るため、各種の要件や現況の確認を怠らないように注意してください。 

以下のチェックリストで、介護保険が適正に利用できるかを確かめてみましょう。 

 

✔ 確認事項 備  考 

1 工事を行うことでケアプラン（生活目標、課題解決）の目的を果たすこ

とができる 

保険利用の適正を確

認 

2 ケアマネージャーが作成する「工事が必要な理由書」の記載内容を確認

した 

理由書と施工の整合

性確認 

3 計画している工事内容は、介護保険の対象種目である 

（対象外の工事は別見積りにしている） 

不明点は保険者に問

合せ 

4 改修費支給限度額（過去に支給を受けている場合は残額）と自己負担割

合を被保険者と確認している 

負担割合は毎年更新

される 

5 支給限度額上限まで使い切ることなく、現在の必要に応じた内容での工

事計画にしている 

限度額を小分けにし

て利用 

6 夫婦世帯等で二人分の支給限度額を利用するとしても、個別に計画と工

事見積りを作成している 

複数者合算は認めら

れない 

7 ３段階リセット（後述）の対象かどうか、過去、初回の工事施工時点の

介護度を確認した 

保険者への問合わせ

が確実 

8 改修後の予定の状態が事前確認できるよう、鮮明な写真や寸法記入され

た図面を整えている 

事後写真の角度を意

識する 

9 見積書内訳には、部材や施工量の数量を記載しており、「一式」での表

示は少なくなっている 

予定数量は明確にす

る 

10 退院前の施工や施工途中のやむをえない仕様変更など、特例的な事項に

ついては保険者窓口と緊密な連絡、相談を行っている（事前申請、承諾

書到着の後） 

事後申請で認められ

ない場合がある 

11 賃借住居の場合、賃貸借契約書の写し又は家主のよる承諾書等、保険者

が指定する書類を整えている 

家主への無断工事は

厳禁 

12 着工前にケアマネージャー等の関係者に内容や施工日程などの連絡、報

告を行っている 

関連職種との連携 

 

 

― 3 ― 

２． 介護保険において住宅改修費の支給対象となる住宅改修の工事種別             

 

（１）住宅改修の種類 
 

厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の工

事種別は、次のとおりとなっています。 
 
１）手すりの取付け 

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしく

は移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手

すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。なお、

用具貸与告示第 7 項に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。 

 
２）段差の解消 

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路

までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的

には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ

上げ等が想定されます。 

ただし、用具貸与告示第 8 項に掲げる「スロープ」または用具購入告示

第 3 項第 5 号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は

除かれます。 

また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器

を設置する工事は除かれます。 

 

３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室に

おいては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい

舗装材への変更等が想定されます。 

※居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる

場合には、畳敷から畳敷（転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用し

たものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。）への変更や板製床材

等から畳敷への変更についても認められる。 

 

４）引き戸等への扉の取替え 
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるとい

った扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も

含まれます。 

ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自

平成11年3月厚生省告示第95号

（住宅改修告示） 

 

 

 

 

平成11年3月厚生省告示第93号

（用具貸与告示） 

 

 

 

 

 

平成11年3月厚生省告示第93号

（用具貸与告示） 

平成11年3月厚生省告示第94号

（用具購入告示） 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 7 月 3日 

全国介護保険担当課長会議資料 

（平成29年介護保険制度の改

正等に関する FAQ） 
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とができる 

保険利用の適正を確

認 

2 ケアマネージャーが作成する「工事が必要な理由書」の記載内容を確認

した 

理由書と施工の整合

性確認 

3 計画している工事内容は、介護保険の対象種目である 

（対象外の工事は別見積りにしている） 

不明点は保険者に問

合せ 

4 改修費支給限度額（過去に支給を受けている場合は残額）と自己負担割

合を被保険者と確認している 

負担割合は毎年更新

される 

5 支給限度額上限まで使い切ることなく、現在の必要に応じた内容での工

事計画にしている 

限度額を小分けにし

て利用 

6 夫婦世帯等で二人分の支給限度額を利用するとしても、個別に計画と工

事見積りを作成している 

複数者合算は認めら

れない 

7 ３段階リセット（後述）の対象かどうか、過去、初回の工事施工時点の

介護度を確認した 

保険者への問合わせ

が確実 

8 改修後の予定の状態が事前確認できるよう、鮮明な写真や寸法記入され

た図面を整えている 

事後写真の角度を意

識する 

9 見積書内訳には、部材や施工量の数量を記載しており、「一式」での表

示は少なくなっている 

予定数量は明確にす

る 

10 退院前の施工や施工途中のやむをえない仕様変更など、特例的な事項に

ついては保険者窓口と緊密な連絡、相談を行っている（事前申請、承諾

書到着の後） 

事後申請で認められ

ない場合がある 

11 賃借住居の場合、賃貸借契約書の写し又は家主のよる承諾書等、保険者

が指定する書類を整えている 

家主への無断工事は

厳禁 

12 着工前にケアマネージャー等の関係者に内容や施工日程などの連絡、報

告を行っている 

関連職種との連携 
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２． 介護保険において住宅改修費の支給対象となる住宅改修の工事種別             

 

（１）住宅改修の種類 
 

厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の工

事種別は、次のとおりとなっています。 
 
１）手すりの取付け 

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしく

は移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手

すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。なお、

用具貸与告示第 7 項に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。 

 
２）段差の解消 

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路

までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的

には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ

上げ等が想定されます。 

ただし、用具貸与告示第 8 項に掲げる「スロープ」または用具購入告示

第 3 項第 5 号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は

除かれます。 

また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器

を設置する工事は除かれます。 

 

３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室に

おいては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい

舗装材への変更等が想定されます。 

※居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる

場合には、畳敷から畳敷（転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用し

たものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。）への変更や板製床材

等から畳敷への変更についても認められる。 

 

４）引き戸等への扉の取替え 
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるとい

った扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も

含まれます。 

ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自

平成11年3月厚生省告示第95号

（住宅改修告示） 

 

 

 

 

平成11年3月厚生省告示第93号

（用具貸与告示） 

 

 

 

 

 

平成11年3月厚生省告示第93号

（用具貸与告示） 

平成11年3月厚生省告示第94号

（用具購入告示） 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 7 月 3日 

全国介護保険担当課長会議資料 

（平成 29年介護保険制度の改

正等に関する FAQ） 
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外 部

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

通路の段差解消
通路面の舗装材の変更

（２）住宅改修費の支給対象となる工事種別 
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動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、

保険給付の対象となりません。 

※平成 21 年 4 月 10 日より、「引き戸等の新設」が「引き戸等への扉の取替え」

に含まれ、給付対象となりました（引き戸等の新設により、扉位置の変更等

に比べ費用が低廉に抑えられる場合）。 

 

５）洋式便器等への便器の取替え 
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する

場合が一般的ですが、用具購入告示第 1 項に掲げる「腰掛便座」の設置

は除かれます。 
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器へ

の取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等

への付加は含まれません。 
さらに、非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に

取替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用

相当額は、保険給付の対象外となります。 
 

６）その他 １）から ５）の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
その他住宅改修告示第 1 号から第 5号までに掲げる住宅改修に付帯して

必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。 

 

①手すりの取付け 
手すりの取付けのための壁の下地補強 

②段差の解消 
浴室の床段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、ス

ロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの

設置 
③床又は通路面の材料の変更 

床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更

のための路盤の整備 
④扉の取替え 

扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 
⑤便器の取替え  

便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化または簡易水洗化に係る 
ものを除く）、便器の取替えに伴う床材の変更 

 

 

 

平成 21 年 4 月 10 日 

老振発第 0410001 号 

（厚生労働省老健局振興課長通知）

 

 

平成11年3月厚生省告示第94号

（用具購入告示） 

平成27年3月27日 

老振発0327第1号 

（厚生労働省老健局振興課長通知）
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外 部

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

通路の段差解消
通路面の舗装材の変更

（２）住宅改修費の支給対象となる工事種別 
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動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、

保険給付の対象となりません。 

※平成 21 年 4 月 10 日より、「引き戸等の新設」が「引き戸等への扉の取替え」

に含まれ、給付対象となりました（引き戸等の新設により、扉位置の変更等

に比べ費用が低廉に抑えられる場合）。 

 

５）洋式便器等への便器の取替え 
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する

場合が一般的ですが、用具購入告示第 1 項に掲げる「腰掛便座」の設置

は除かれます。 
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器へ

の取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等

への付加は含まれません。 
さらに、非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に

取替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用

相当額は、保険給付の対象外となります。 
 

６）その他 １）から ５）の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
その他住宅改修告示第 1 号から第 5号までに掲げる住宅改修に付帯して

必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。 

 

①手すりの取付け 
手すりの取付けのための壁の下地補強 

②段差の解消 
浴室の床段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、ス

ロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの

設置 
③床又は通路面の材料の変更 

床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更

のための路盤の整備 
④扉の取替え 

扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 
⑤便器の取替え  

便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化または簡易水洗化に係る 
ものを除く）、便器の取替えに伴う床材の変更 

 

 

 

平成 21 年 4 月 10 日 

老振発第 0410001 号 

（厚生労働省老健局振興課長通知）

 

 

平成11年3月厚生省告示第94号

（用具購入告示） 

平成27年3月27日 

老振発0327第1号 

（厚生労働省老健局振興課長通知）
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階 段

廊 下

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

住 敷居撤去

床材の変更
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用 段差解消機⇒用具貸与

玄関土間の床材変更

床材の変更

玄 関

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外
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階 段

廊 下

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

住 敷居撤去

床材の変更
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用 段差解消機⇒用具貸与

玄関土間の床材変更

床材の変更

玄 関

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外
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住 建具の取替え
住 把手を棒状把手に取替え
住 扉の吊り元変更など

住 手すり取付け

外 手洗器、収納棚取付け

外 暖房機設置

住 和式便器を洋式便器に取替え
（便器の取替えに伴う場合に限り、
洗浄機能付き便座は可）

住 床上げ、床下げ
住 滑りにくい床材に取替え

住 便器のかさ上げ

ト イ レ

住 リモコン（便器の取替えに伴う場合）

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

用 補高便座（洗浄機能付きのものも可）
⇒用具購入

、既存の便器の位置や向きの変更 
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寝 室

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

 

滑りにくい床材に取替え 
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住 建具の取替え
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住 扉の吊り元変更など

住 手すり取付け

外 手洗器、収納棚取付け

外 暖房機設置

住 和式便器を洋式便器に取替え
（便器の取替えに伴う場合に限り、
洗浄機能付き便座は可）

住 床上げ、床下げ
住 滑りにくい床材に取替え

住 便器のかさ上げ

ト イ レ

住 リモコン（便器の取替えに伴う場合）

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

用 補高便座（洗浄機能付きのものも可）
⇒用具購入

、既存の便器の位置や向きの変更 
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寝 室

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

 

滑りにくい床材に取替え 
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３． 支給限度基準額について                                     

 
（１）支給限度基準額 
        居宅介護住宅改修費支給限度額、介護予防住宅改修費支給限度基準額 
      ともに 20 万円までです。つまり改修に要した費用 20 万円までについて 
   住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち 9 割（18 万円）が保 
   険で支給され、自己負担は 2 万円となります（介護保険法第 49 条の 2 
   又は第 59 条の 2 の規定が適用される場合、保険給付額が 16 万円、自己 
   負担額が 4 万円）。また、20 万円を超えた場合は、その部分は全額自己 
   負担となります。 
 
  
 
 
 
 
 
（２）住宅改修の支給可能額算定の例外に係る取扱いについて 
例外１ 要介護等状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」の段階が

３段階以上上がった場合 

 初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、次表

に定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合に、再度、２０万円まで

支給することができます。（以下「３段階リセットの例外」という。） 
「介護の必要の程度」の段階 要介護等状態区分 
第六段階 要介護５ 
第五段階 要介護４ 
第四段階 要介護３ 
第三段階 要介護２ 
第二段階 要支援２ 又は 要介護１ 
第一段階 要支援１ 又は 経過的要介護 

旧 要支援 

・要支援１から要介護２となった場合、要介護等状態区分は３段階上がるものの、「介

護の必要の程度」の段階は２段階しか上がっていないので、３段階リセットの例外

は適用されません。 

・「介護の必要の程度」の段階は３段階以上上がっても自動的に３段階リセットの例外

が適用されないので、その時点で住宅改修を行わない場合は適用されません。 

・３段階リセットの例外が適用された場合は、以前の住宅改修で支給可能残額があっ

てもリセットされ、支給限度額は２０万円となります。支給限度はリセット後のだ

けで管理されます。 

・３段階リセットの例外は一の被保険者につき１回しか適用されません。 
・転居した場合（例外２参照）は、転居後の住宅改修に着目し ３段階リセットの例外が適

用されます。 

平成 12 年厚生省告示第 35 号 

平成 12 年 3 月 8 日老企第 42 号 

（厚生省老健局企画課長通知） 

平成 27 年 3 月 27 日 

老振発 0327 第 1 号 

（厚生労働省老健局振興課長通知） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給限度基準額 
（20 万円・消費税込） 

保険給付額 
（18 万円） 

自己負担額 
（2 万円） 
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浴 室

用 浴槽内リフト⇒用具貸与

住 住宅改修
用 福祉用具貸与または購入
外 支給対象外

住

 
 
 

― 14 ―



― 11 ― 

３． 支給限度基準額について                                     

 
（１）支給限度基準額 
        居宅介護住宅改修費支給限度額、介護予防住宅改修費支給限度基準額 
      ともに 20 万円までです。つまり改修に要した費用 20 万円までについて 
   住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち 9 割（18 万円）が保 
   険で支給され、自己負担は 2 万円となります（介護保険法第 49 条の 2 
   又は第 59 条の 2 の規定が適用される場合、保険給付額が 16 万円、自己 
   負担額が 4 万円）。また、20 万円を超えた場合は、その部分は全額自己 
   負担となります。 
 
  
 
 
 
 
 
（２）住宅改修の支給可能額算定の例外に係る取扱いについて 
例外１ 要介護等状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」の段階が

３段階以上上がった場合 

 初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、次表

に定める「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合に、再度、２０万円まで

支給することができます。（以下「３段階リセットの例外」という。） 
「介護の必要の程度」の段階 要介護等状態区分 
第六段階 要介護５ 
第五段階 要介護４ 
第四段階 要介護３ 
第三段階 要介護２ 
第二段階 要支援２ 又は 要介護１ 
第一段階 要支援１ 又は 経過的要介護 

旧 要支援 

・要支援１から要介護２となった場合、要介護等状態区分は３段階上がるものの、「介

護の必要の程度」の段階は２段階しか上がっていないので、３段階リセットの例外

は適用されません。 

・「介護の必要の程度」の段階は３段階以上上がっても自動的に３段階リセットの例外

が適用されないので、その時点で住宅改修を行わない場合は適用されません。 

・３段階リセットの例外が適用された場合は、以前の住宅改修で支給可能残額があっ

てもリセットされ、支給限度額は２０万円となります。支給限度はリセット後のだ

けで管理されます。 

・３段階リセットの例外は一の被保険者につき１回しか適用されません。 
・転居した場合（例外２参照）は、転居後の住宅改修に着目し ３段階リセットの例外が適

用されます。 

平成 12 年厚生省告示第 35 号 

平成 12 年 3 月 8 日老企第 42 号 

（厚生省老健局企画課長通知） 

平成 27 年 3 月 27 日 

老振発 0327 第 1 号 

（厚生労働省老健局振興課長通知） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給限度基準額 
（20 万円・消費税込） 

保険給付額 
（18 万円） 

自己負担額 
（2 万円） 
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    はじめて住宅改修に着工する日の状態区分     追加の住宅改修 
       10 万円まで利用         残りの10 万円を利用            ×利用不可 
     ④  要介護３  →       要介護１   →        要介護４ 
       （第四段階）          （第二段階）         （第五段階） 
 
⑤ 以前の住宅改修で２０万円まで支給を受けておらず支給可能残額があっても、支給可能

残額はリセットされ、再度の住宅改修の支給限度額は２０万円となります。したがって、

要介護１の時に１２万円の支給を受け、その後要介護４で住宅改修を行った場合は、支

給可能残額の８万円はリセットされることとなり、２０万円が支給限度額となります。 
 
    はじめて住宅改修に着工する日の状態区分                       再度住宅改修に着工する日の状態区分 
       12 万円まで利用                                20 万円まで利用可能 
                                             (これまでの支給可能残額８万円はﾘｾｯﾄ) 
     ⑤  要介護１    ―――――――――――→    要介護４ 
        （第二段階）                             （第五段階） 
 
⑥ ３段階リセットの例外が適用されると、その後の要介護等状態区分の変化にかかわらず

リセット後で支給限度額管理がなされます。要介護１の時に１２万円の住宅改修を行い、

その後要介護４で１５万円の再度の住宅改修を行った場合、さらにその後要介護３とな

っても支給限度額管理はリセット後で行われるため５万円までの住宅改修費の支給が可

能となります。なお、要介護１のときの支給可能残額８万円はすでにリセットされてお

り、復活することはありません。 
 
    はじめて住宅改修に着工する日の状態区分  再度住宅改修に着工する日の状態区分 
       12 万円まで利用           １５万円まで利用            ５万円まで利用可能 
                        (これまでの支給可能残額８万円はﾘｾｯﾄ) 
     ⑥  要介護１    →    要介護４     →      要介護３ 
        （第二段階）        （第五段階）          （第四段階） 
 
⑦ ３段階リセットの例外は、一の被保険者につき１回限りですので、再び「介護の必要の

程度」の段階が３段階以上上がっても適用されません。 
 
    はじめて住宅改修に着工する日の状態区分  再度住宅改修に着工する日の状態区分 
        ２０万円まで利用            ２０万円まで利用                        ×利用不可 
     ⑦  要支援１    →     要介護３     →  要介護２    →     要介護５ 
      （第一段階）        （第四段階）      （第三段階）        （第六段階） 
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① 初めて認定された要介護等状態区分、例えば、要支援１と認定されたもののその時点で

は住宅改修を行わず、要介護１となってから初めて住宅改修を行った場合は、要介護１

を基準として「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合に再度２０万円ま

で支給が可能となります。 
 
   住宅改修以前に認定されていた状態区分  はじめて住宅改修に着工する日の状態区分      再度住宅改修に着工する日の状態区分 
                      20 万円まで利用     ×利用不可   ○再度20 万円まで利用 
   ①    要支援１   → 要介護１   →  要介護３ → 要介護４ 
      （第一段階）   （第二段階）    （第四段階）   （第五段階） 
 
② 要支援２のときに初めて住宅改修に着工し、その後要介護４の認定を受けたもののこの

時点では再度の住宅改修を行わず、後に要介護３と変更された場合には、「介護の必要の

程度」の段階が３段階以上という要件を満たしていないため３段階リセットの例外は適

用されません。この場合、再び要介護４又は要介護５の認定がなされれば、再度２０万

円まで支給が可能となります。 
 
   はじめて住宅改修に着工する日の状態区分                          再度住宅改修に着工する日の状態区分 
        20 万円まで利用      (住宅改修着工せず)    ×利用不可   ○再度20 万円まで利用 
    ②   要支援２  →  要介護４  →  要介護３ → 要介護４ 
      （第二段階）   （第五段階）    （第四段階）   （第五段階） 
 
③ 要介護１の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支給を受け、要介護３

の時点でも１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合であっても、要介護４となった場

合、初めて住宅改修を行った要介護１を基準として「介護の必要の程度」の段階が３段

階上がっているため、再度２０万円までの支給が可能となります。 
 
    はじめて住宅改修に着工する日の状態区分     追加の住宅改修            再度住宅改修に着工する日の状態区分 
       10 万円まで利用         残りの10 万円を利用          ○再度20 万円まで利用 
     ③  要介護１  →       要介護３   →       要介護４ 
       （第二段階）          （第四段階）         （第五段階） 
 
④ 要介護３の時に初めて住宅改修に着工し、１０万円の住宅改修費の支給を受け、その後

要介護１の時点で１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合は、初めて住宅改修を行っ

た要介護３が基準となるので、要介護４となった場合でも再度の住宅改修費の支給はで

きません。 
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① 初めて認定された要介護等状態区分、例えば、要支援１と認定されたもののその時点で

は住宅改修を行わず、要介護１となってから初めて住宅改修を行った場合は、要介護１

を基準として「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合に再度２０万円ま

で支給が可能となります。 
 
   住宅改修以前に認定されていた状態区分  はじめて住宅改修に着工する日の状態区分      再度住宅改修に着工する日の状態区分 
                      20 万円まで利用     ×利用不可   ○再度20 万円まで利用 
   ①    要支援１   → 要介護１   →  要介護３ → 要介護４ 
      （第一段階）   （第二段階）    （第四段階）   （第五段階） 
 
② 要支援２のときに初めて住宅改修に着工し、その後要介護４の認定を受けたもののこの

時点では再度の住宅改修を行わず、後に要介護３と変更された場合には、「介護の必要の

程度」の段階が３段階以上という要件を満たしていないため３段階リセットの例外は適

用されません。この場合、再び要介護４又は要介護５の認定がなされれば、再度２０万

円まで支給が可能となります。 
 
   はじめて住宅改修に着工する日の状態区分                          再度住宅改修に着工する日の状態区分 
        20 万円まで利用      (住宅改修着工せず)    ×利用不可   ○再度20 万円まで利用 
    ②   要支援２  →  要介護４  →  要介護３ → 要介護４ 
      （第二段階）   （第五段階）    （第四段階）   （第五段階） 
 
③ 要介護１の時に初めて住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支給を受け、要介護３

の時点でも１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合であっても、要介護４となった場

合、初めて住宅改修を行った要介護１を基準として「介護の必要の程度」の段階が３段

階上がっているため、再度２０万円までの支給が可能となります。 
 
    はじめて住宅改修に着工する日の状態区分     追加の住宅改修            再度住宅改修に着工する日の状態区分 
       10 万円まで利用         残りの10 万円を利用          ○再度20 万円まで利用 
     ③  要介護１  →       要介護３   →       要介護４ 
       （第二段階）          （第四段階）         （第五段階） 
 
④ 要介護３の時に初めて住宅改修に着工し、１０万円の住宅改修費の支給を受け、その後

要介護１の時点で１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合は、初めて住宅改修を行っ

た要介護３が基準となるので、要介護４となった場合でも再度の住宅改修費の支給はで

きません。 
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４． 住宅改修費の支給申請                                                  

（１）住宅改修費の支給を受けるには 

  住宅改修工事を行う前に、事前申請に必要な書類を市町村へ提出します。

市町村は、保険給付の対象として適当な住宅改修であることを確認します。 

 住宅改修工事の終了後に、必要書類を市町村の窓口に提出します。市町

村は、事前申請のとおり工事が行われたことを確認し、住宅改修費の支給

を決定します。 

なお、住宅改修費は、一般に、支給決定後に被保険者の指定する口座へ

振り込まれます。 

手続きの流れは、P.17の図を参照してください。 

「やむを得ない事情がある場合」とは、入院又は入所者が退院又は退所

後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある

場合等、住宅改修を行おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場

合をいう。 

（２）事前申請に必要な書類 

     住宅改修費の事前申請に必要な書類は、次の通りです。 

①住宅改修費支給申請書 

②工事費見積もり書 

③住宅改修が必要な理由書 

④住宅改修の予定の状態が確認できるもの 

 

１）住宅改修費申請書 

 

○ 「住宅改修の内容、箇所及び規模」 

改修を行う工事種別（種類告示の第１号から第５号までの別）ごとに、

便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を記載すること

とします。「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」に

おいて内容が明らかにされている場合は、工事種別だけを記載することが

できます。 

＊住宅改修の工事種別 

（１） 手すりの取付け 

（２） 床段差の解消 

（３） 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更 

（４） 引き戸等への扉の取替え 

（５） 洋式便器等への便器の取替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行規則第 75 条第 1 項第１号

及び第２号 

同第 94 条第 1 項第１号及び第

２号 

施行規則第 75 条第 2 項 

      同第 94 条第 2 項 

施行規則第 75 条第 3 項 

      同第 94 条第 3 項 

居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費の支給について
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 例外２：転居した場合 
 
・転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後

の住宅について２０万円まで支給することが可能です。（以下「転居リセットの例

外」という。） 

・３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目して適用されます。  （転居リセット

の例外が優先） 
・転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に係る支給状況が復活します。 

 
⑧ 転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況のいかんにかかわらず、転

居後の住宅について２０万円まで住宅改修費の支給が可能となります。また、３段階リ

セットの例外も転居後の住居について初めて住宅改修に着工する日の要介護等状態区分

を基準とします。 
 
         転居前住宅          転居後住宅 
     20 万円まで利用  20 万円まで利用   再度 20 万円まで利用 
   ⑧ 要介護１   － ＝ → 要介護１    → 要介護４   
    （第二段階）      （第二段階）    （第五段階） 
 
⑨ 転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住宅に係る支給状況が復活し、転居リセットは

なかったものとして取り扱うこととなりますので、３段階リセットの例外で基準となる

要介護等状態区分も過去のものが適用されることとなります。 
 
   転居前住宅            転居後住宅    転居前住宅に戻る 
 15 万円まで利用     20 万円まで利用   ５万円まで利用可能 再度 20 万円  
                                  まで利用 
 ⑨ 要介護１   － ＝ → 要介護２   － ＝ → 要介護３  →  要介護４  
  （第二段階）      （第三段階）     （第四段階）    （第五段階） 
              復活 
 
                   ３段階 
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便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を記載すること

とします。「当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」に

おいて内容が明らかにされている場合は、工事種別だけを記載することが

できます。 

＊住宅改修の工事種別 

（１） 手すりの取付け 

（２） 床段差の解消 

（３） 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更 

（４） 引き戸等への扉の取替え 

（５） 洋式便器等への便器の取替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行規則第 75 条第 1 項第１号

及び第２号 

同第 94 条第 1 項第１号及び第

２号 

施行規則第 75 条第 2 項 

      同第 94 条第 2 項 

施行規則第 75 条第 3 項 

      同第 94 条第 3 項 

居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費の支給について
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 例外２：転居した場合 
 
・転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後

の住宅について２０万円まで支給することが可能です。（以下「転居リセットの例

外」という。） 

・３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目して適用されます。  （転居リセット

の例外が優先） 
・転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に係る支給状況が復活します。 

 
⑧ 転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支給状況のいかんにかかわらず、転

居後の住宅について２０万円まで住宅改修費の支給が可能となります。また、３段階リ

セットの例外も転居後の住居について初めて住宅改修に着工する日の要介護等状態区分

を基準とします。 
 
         転居前住宅          転居後住宅 
     20 万円まで利用  20 万円まで利用   再度 20 万円まで利用 
   ⑧ 要介護１   － ＝ → 要介護１    → 要介護４   
    （第二段階）      （第二段階）    （第五段階） 
 
⑨ 転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住宅に係る支給状況が復活し、転居リセットは

なかったものとして取り扱うこととなりますので、３段階リセットの例外で基準となる

要介護等状態区分も過去のものが適用されることとなります。 
 
   転居前住宅            転居後住宅    転居前住宅に戻る 
 15 万円まで利用     20 万円まで利用   ５万円まで利用可能 再度 20 万円  
                                  まで利用 
 ⑨ 要介護１   － ＝ → 要介護２   － ＝ → 要介護３  →  要介護４  
  （第二段階）      （第三段階）     （第四段階）    （第五段階） 
              復活 
 
                   ３段階 
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図 事前申請制度の流れ 

 
※ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出

すべき申請書類等を提出することができる。 
 

①          住宅改修についてケアマネジャー等に相談 

②           申請書類又は書類の一部提出・確認 
・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出 
・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。 
(利用者の提出書類) 
○支給申請書 
○住宅改修が必要な理由書 
○工事費見積もり書 
○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの) 

③             施 工  →  完 成 

④            住宅改修費の支給申請・決定 
・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出

「正式な支給申請」が行われる。 

・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行

い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。 

(利用者の提出書類) 
 ○住宅改修に要した費用に係る領収書 
 ○工事費内訳書 
 ○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改

修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの) 
 ○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合) 
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２）工事費見積もり書 

 

○ 「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費

用の内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの

とします。また、必要に応じて、この見積もりが適切に算出されたもので

あることがわかるよう、その算出方法を明示します。 

 

３）住宅改修が必要な理由書 

 

○ 「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの」は、被

保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入

状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記

載するものです。巻末の様式を標準とします。 

○ 理由書を作成する者は、基本的には居宅サービス計画又は介護予防サービ

ス計画を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員

（以下「介護支援専門員等」という。）としますが、市町村が行う福祉用具・

住宅改修支援事業等として、住宅改修についての相談、助言等を行ってい

る福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれます。ただし、当該書類を

作成しようとする者が、当該住宅改修に係る被保険者の居宅サービス計画

又は介護予防サービス計画を作成している者と異なる場合は、十分に連絡

調整を行うことが必要です。 

○ 介護支援専門員等が当該書類を作成する業務は、居宅介護支援事業又は介

護予防支援事業の一環ですので、被保険者から別途費用を徴収することは

できません。また、介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設計・施工を行

わない場合は、被保険者から住宅改修の工事を請け負うこと、住宅改修の

事業者に一括下請けさせること、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴

収すること等は認められません。 

 

４）住宅改修の予定の状態が確認できるもの 

 

○ 「住宅改修の予定の状態が確認できるもの」とは、便所、浴室、廊下等の

箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を写真や簡単な図で示したもの

とします。 
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２）工事費見積もり書 
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それぞれ「手すりの取付け」、「洋式便器等への便器の取

替え」に要した費用のみ、支給対象となりまので、下記

３の方法により、支給対象部分を算定します。 

       ３．住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われる場合 

          Ａ．支給対象部分の抽出 

対象部分について、面積、長さ等数量を特定して抽出し、それぞ

れに単価を乗じて金額を算定します。 

          Ｂ．按分による方法 

解体費や材・工に区分するのが困難な工事科目については、有意

な方法で対象範囲を按分し、その根拠を明示します。 

       ４．被保険者等自らが住宅改修を行った場合 

被保険者が自分で材料を購入し、本人または家族等によって住宅改

修が行われた場合には、材料費が支給対象となります。この場合の「住

宅改修に要した費用に係る領収書」は、材料の販売者が発行したものと

し、添付する工事費内訳書は、使用した材料の内訳を記載したものを本

人または家族等が作成します。 

       ５．一つの住宅に複数の被保険者がいる場合 

            住宅改修費の支給限度額の管理は、被保険者ごとに行われるため、被

保険者ごとに住宅改修費の支給申請を行うことができます。ただし、一

つの住宅で複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合、各被保険者

ごとに対象となる工事を設定し、それが重複しないようにします。つま

り、手すりを複数箇所設置した場合は、被保険者ごとに箇所を分けてそ

れぞれ申請できますが、同一の便器の取替えに 40 万円要した場合に 20

万円ずつ申請することはできません。 

 

３）住宅改修の完成後の状態を確認できる書類 

○ 「住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等」とは、便所、浴室、廊下

等の箇所ごとに、改修前及び改修後の写真とし、原則として撮影日がわか

るものとします。 

 

４）住宅所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者で

ない場合) 

○ 当該住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合は、当該住

宅改修について、住宅所有者の承諾書が必要です 
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（３）事後申請に必要な書類 

     住宅改修完成後の申請に必要な書類は、次の通りです。 

1) 住宅改修に要した費用に係る領収書 

2) 工事費内訳書(住宅改修に要した費用) 

3) 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類 

4) 住宅所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でな

い場合) 

 

１）住宅改修に要した費用の領収書 

 

○ 「住宅改修に要した費用に係る領収証」には、工事費内訳書も添付します。

工事費内訳書は、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施

工費、諸経費等を適切に区分したものとします。 

なお、領収証は住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めた費

用を記載して差し支えないが、この場合、「住宅改修に要した費用」が種類

告示の第１号から第６号までに掲げる住宅改修に要した費用として適切に

算出されたものであることがわかるよう、工事費内訳書において算出方法

を明示するものとします。 

○ 領収証には、宛名を正確に記載します。（「上様」等は不可）。 

 

２）工事費内訳書(住宅改修に要した費用) 

 

○ 「住宅改修に要した費用」については、住宅改修費の支給対象となる住宅

改修費の費用とします。 

○ 工事費内訳書には、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、

施工費、諸経費等を適切に区分したものとします。 

 

住宅改修費の算定の仕方                                               

 

１．住宅改修の設計及び積算の費用について 

住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用については、住

宅改修の費用として扱うことができますが、住宅改修を伴わない設計お

よび積算のみの費用については、住宅改修費の支給対象となりません。 

       ２．新築または増築の場合 

          住宅の新築：住宅改修費の支給対象となりません。 

          増築の場合：新たに居室を設ける場合は、支給対象となりません。 

廊下の拡張に伴って手すりを取り付ける場合、便所の拡張

に伴い和式便器を洋式便器へ取り替えた場合等は、 
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4) 住宅所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でな

い場合) 

 

１）住宅改修に要した費用の領収書 

 

○ 「住宅改修に要した費用に係る領収証」には、工事費内訳書も添付します。

工事費内訳書は、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施

工費、諸経費等を適切に区分したものとします。 

なお、領収証は住宅改修費の支給対象とならない工事等の費用を含めた費

用を記載して差し支えないが、この場合、「住宅改修に要した費用」が種類

告示の第１号から第６号までに掲げる住宅改修に要した費用として適切に

算出されたものであることがわかるよう、工事費内訳書において算出方法

を明示するものとします。 

○ 領収証には、宛名を正確に記載します。（「上様」等は不可）。 

 

２）工事費内訳書(住宅改修に要した費用) 

 

○ 「住宅改修に要した費用」については、住宅改修費の支給対象となる住宅

改修費の費用とします。 

○ 工事費内訳書には、工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、

施工費、諸経費等を適切に区分したものとします。 

 

住宅改修費の算定の仕方                                               

 

１．住宅改修の設計及び積算の費用について 

住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用については、住

宅改修の費用として扱うことができますが、住宅改修を伴わない設計お

よび積算のみの費用については、住宅改修費の支給対象となりません。 

       ２．新築または増築の場合 

          住宅の新築：住宅改修費の支給対象となりません。 

          増築の場合：新たに居室を設ける場合は、支給対象となりません。 

廊下の拡張に伴って手すりを取り付ける場合、便所の拡張

に伴い和式便器を洋式便器へ取り替えた場合等は、 
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５． 介護保険における福祉用具                                                

介護保険法では福祉用具を、「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障

がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能

訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるもの」と規

定している。 

福祉用具の給付方法については、貸与による方法と購入費を支給する方法が

あるが、対象者の身体状況、介護の必要度の変化等に応じて用具の交換ができ

る貸与の方法を原則としている。 

購入費を支給する方法は例外的なものであり、次のような点を判断要素とし

て、購入費の支給対象用具を特定している。 

 

① 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの 

（例：入浴補助用具・排泄関連用具等） 

② 使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用ができないもの 

（例：移動用リフトの吊り具の部分） 

 

介護保険の対象となる福祉用具については、「厚生労働大臣が定める福祉用具

貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」及び「厚生労働大臣が

定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める

特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」として、平成

11年３月 31日厚生省告示第 93号及び 94号で定められている（平成 24年３月

改正） 

高齢者の住環境整備というものは、住宅改修と福祉用具の適切な導入なくし

て考えられない。高齢者の身体機能の低下を把握し、住環境への不適合に対し

て、住宅改修と福祉用具の導入を同時に行うことが建築技術者にとっても必要

であり、ケアチームの一員として、福祉用具の知識は不可欠である。 

福祉用具の導入に際しては、給付管理を行っている介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）、福祉用具を使用する介護職、福祉用具の選定及びモニタリングを行

っている福祉用具専門相談員等と連携を取り、必要に応じて高度な専門知識を

有する「福祉用具プランナー」（公益財団法人テクノエイド協会）に相談しなが

ら行うとよい。 

また、福祉用具は毎年開発され、常に新しいものが供給されていることから、

常に新しい情報の収集を行うために国際福祉機器展等の展示会に参加するなど

が望ましい。 
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厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

用　具　名 図 内　　　容

１　車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車い
すに限る。

２　車いす付属品
クッション、電動補助装具等であって、車いすと一体的に使用
されるものに限る。

３　特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能
なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
一　背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二　床板の高さが無段階に調整できる機能

４　特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使
用されるものに限る。

５　床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
一　送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二�　水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

６　体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者
等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の
保持のみを目的とするものを除く。
なお、従来の仰臥位から側臥位への体位変換に加え、仰臥位か
ら座位への変換を行えるものも給付対象に加えられた（平成21
年度～）。

７　手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限る。

８　スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わない
ものに限る。

９　歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を
支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するも
のに限る。
一�　車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手
等を有するもの
二�　四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させる
ことが可能なもの

10　歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、
プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

11　�認知症老人徘徊�
感知機器

介護保険法第５条２に規定する認知症である老人が屋外へ出よ
うとした時等（ベッドや布団を離れた時を含む）、センサーに
より感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

12　�移動用リフト
（つり具の部分
を除く。）

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又
は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、
自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの
（取付けに住宅の改修を伴うものを除く）。なお、従来の水平方
向、上下方向に移動するものに加え、階段等の斜め方向に移動
できるものも給付対象に加えられた（平成21年度～）。

13　�自動排泄処理
装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経
路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであっ
て、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できる
もの（交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、
尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介
護を行う者が容易に交換できるものをいう。）を除く。）。

※最新の情報については市町村の窓口に確認してください。
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厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予
防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目

用　具　名 図 内　　　容

１　腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。
一　和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
二　洋式便器の上に置いて高さを補うもの
三�　電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助で
きる機能を有しているもの
四�　便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（居室にお
いて利用可能であるものに限る。）

２　�自動排泄処理装置
の交換可能部品

尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を
行う者が容易に使用できるもの。
なお、従来の尿の吸引に加え、便が自動的に吸引されるものも
給付対象に加えられた（平成21年度～）。

３　入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的と
する用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
一　入浴用いす
二　浴槽用手すり
三　浴槽内いす
四　入浴台
　�浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのた
めのもの
五　浴室内すのこ
六　浴槽内すのこ
なお、平成21年度より、身体に直接巻き付けて使用する入浴用
介助ベルトについても給付対象に加えられた。

４　簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴わないもの。

５　�移動用リフトの
つり具の部分

リフトのフックにつり下げるシート類をいう。スリングシート
ともいう。

※最新の情報については市町村の窓口に確認してください。
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 平成12年４月28日付厚生省老人保健福祉局老人保健課事務連絡「介護報酬等に係るＱ＆Ａ Vol.2」より、 

住宅改修に関係する項目を抜粋し、図・解説を付加した。 

 

 

 

 

1.福祉用具購入費関係 
 

１【腰掛け便座の給付対象範囲について】 

  腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限

はないか。 

（答） 

家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。 

 

 

2.住宅改修費関係 
 

① 住宅改修の種類 

 

１【手すりについて】 

  手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型（棚状のもの）もあるが、住宅改修の支給対象

となるか。 

（答） 

 支給対象となる。 

高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じ

て手すりの形状を選択することが重要。 

 

 

*参考 

手すりの種類と使用目的 

使い方 
摺る 

●手が添えやすいもの 

握る 

●しっかり握れるもの 

支える 

●ひじや手のひらで支えられるもの 

太さ 
手を滑らせて移動するため 

直径 35～40mm 

強く握って移動するため 

直径 28～35mm 

ひじなどでもたれかかって移動するため

上部平坦型等の幅 50～90mm 

断面形状 

円柱型      上部平坦型 円柱型 

（特にグリップ 

加工付きのも 

のがよい） 

上部平坦型          板型 

設置場所 

廊下での水平移動 

階段での昇降移動 

屋外のスロープ、階段の移動  

など 

便所の立ち座り 

玄関の立ち座り 

扉の横等の補助 

など 

ひじで支える場合 

手のひらで支える場合 

など 

 

 

<２、３ 欠番> 

 

 

Q&A 
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４【浴室の段差解消工事について】 

  床段差を解消するため浴室用にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ（浴室内に置いて浴室の床の段差の解消ができ

るものに限る）に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる。 

 

 

 

 

 

 

５【上がり框（かまち）の段差緩和工事について】 

  上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を２段にしたりする工事は支給対象と

なるか。 

（答） 

 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが

容易なものは対象外となる。また、上がり框を２段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 
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  住宅改修Ｑ＆Ａ（追加）                       平成 13 年 5 月 28 日 
 

 
Ｑ１ 脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置を行っ

たが、浴室床が上がったために行う次の（１）から（３）の工事について、住宅改修

の段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととして良いか。 
 
（１）水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなった。この場合の水栓の蛇口の位置の変更。 
 
（２）浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高

低差が増え浴槽への出入りが困難かつ危険になっ

た場合（右図）の浴槽をかさ上げするなどの工事。 
 
 
 
 
（３）上記（２）の場合、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合、浴槽の改修又は取替え

の工事。 
  

 
  Ａ (1)から(3)いずれの場合も介護保険の住宅改修の給付対象として差し支えない。 
 
 

 
Ｑ２ 平成 12 年 12 月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正さ

れたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴

槽の底の高低差や浴槽の形状（深さ、縁の高さ等）を適切なものとするために行う浴

槽の取替えも「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。 
 

 
  Ａ 浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支え

ないものと考える。 
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４【浴室の段差解消工事について】 

  床段差を解消するため浴室用にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ（浴室内に置いて浴室の床の段差の解消ができ

るものに限る）に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる。 

 

 

 

 

 

 

５【上がり框（かまち）の段差緩和工事について】 

  上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を２段にしたりする工事は支給対象と

なるか。 

（答） 

 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが

容易なものは対象外となる。また、上がり框を２段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 
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  住宅改修Ｑ＆Ａ（追加）                       平成 13 年 5 月 28 日 
 

 
Ｑ１ 脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置を行っ

たが、浴室床が上がったために行う次の（１）から（３）の工事について、住宅改修

の段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととして良いか。 
 
（１）水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなった。この場合の水栓の蛇口の位置の変更。 
 
（２）浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高

低差が増え浴槽への出入りが困難かつ危険になっ

た場合（右図）の浴槽をかさ上げするなどの工事。 
 
 
 
 
（３）上記（２）の場合、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合、浴槽の改修又は取替え

の工事。 
  

 
  Ａ (1)から(3)いずれの場合も介護保険の住宅改修の給付対象として差し支えない。 
 
 

 
Ｑ２ 平成 12 年 12 月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正さ

れたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴

槽の底の高低差や浴槽の形状（深さ、縁の高さ等）を適切なものとするために行う浴

槽の取替えも「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。 
 

 
  Ａ 浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支え

ないものと考える。 

― 29 ―



― 27 ― 

９【引き戸の取り替え工事について】 

  既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。ただし、既存の引き戸が古くな

ったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。 

 

10【洋式便器の改修工事について】 

  リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の

 便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして住宅改修の支給対象となるか。 

 ①洋式便器をかさ上げする工事 

 ②便座の高さが高い洋式便器に取替える場合 

 ③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 

（答） 

 ①は支給対象となる。 

 ②については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支

給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれ

ば、便器の取替えとして住宅改修の支給対象として差し支えない。 

 ③については、住宅改修ではなく、腰掛便座（洋式便器の上に置いて高さを補うもの）として特定福祉用具購

入の支給対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11【洋式便器への便器取替え工事について】 

  和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取替えは住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器

の取り替え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含

めて差し支えない。 

 

12【既存洋式便器への洗浄機能の取付工事について】 

  既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。

（答） 

 介護保険制度において便器の取替えを住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を

想定しているためである。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は

住宅改修の支給対象外である。 

 

13【和式便器の腰掛式への変換について】 

  和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは住宅改修に該当するか。 

（答） 

 腰掛便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。 
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６【段差解消機等の設置について】 

  昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

  昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対

象外である。 

  なお、リフトについては、移動式、固定式又は据置式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７【床材の表面加工について】 

  滑りの防止を図るための床材の表面の加工（溝をつけるなど）は、住宅改修の支給対象となるか。また、

階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。 

（答） 

 いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。 

 なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に

当たっては十分に注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８【扉工事について】 

  扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況にあわせて性能が変われば、扉の取替えとして住宅改

修の支給対象となる。具体的には、右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する

場合、戸車を設置する場合等が考えられる。 
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９【引き戸の取り替え工事について】 

  既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。ただし、既存の引き戸が古くな

ったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。 

 

10【洋式便器の改修工事について】 

  リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の

 便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして住宅改修の支給対象となるか。 

 ①洋式便器をかさ上げする工事 

 ②便座の高さが高い洋式便器に取替える場合 

 ③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合 

（答） 

 ①は支給対象となる。 

 ②については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支

給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれ

ば、便器の取替えとして住宅改修の支給対象として差し支えない。 

 ③については、住宅改修ではなく、腰掛便座（洋式便器の上に置いて高さを補うもの）として特定福祉用具購

入の支給対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11【洋式便器への便器取替え工事について】 

  和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取替えは住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器

の取り替え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含

めて差し支えない。 

 

12【既存洋式便器への洗浄機能の取付工事について】 

  既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。

（答） 

 介護保険制度において便器の取替えを住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を

想定しているためである。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は

住宅改修の支給対象外である。 

 

13【和式便器の腰掛式への変換について】 

  和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは住宅改修に該当するか。 

（答） 

 腰掛便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。 
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６【段差解消機等の設置について】 

  昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

  昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対

象外である。 

  なお、リフトについては、移動式、固定式又は据置式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７【床材の表面加工について】 

  滑りの防止を図るための床材の表面の加工（溝をつけるなど）は、住宅改修の支給対象となるか。また、

階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。 

（答） 

 いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。 

 なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に

当たっては十分に注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８【扉工事について】 

  扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況にあわせて性能が変われば、扉の取替えとして住宅改

修の支給対象となる。具体的には、右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する

場合、戸車を設置する場合等が考えられる。 
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５【一時的に身を寄せている住宅の改修費について】 

  要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。 

（答） 

 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に

住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異

なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となる。 

 

６【家族が行う住宅改修について】 

  家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるか。

（答） 

 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の

購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も、一般的には材料の購入費のみが支給対

象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。 
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② 支給申請関係 

 

１【領収証について】 

  領収証は、写しでもよいか。 

（答） 

 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。 

 

２【工事内訳書について】 

  支給申請の際添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分し

なければならないか。 

（答） 

 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇

所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事

については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等が分かるようにする必要はある。 

 

３【添付写真の日付について】 

  申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付がわかるものとのことであるが、日付機能のない写真

機の場合はどうすればよいか。 

（答） 

 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し

込むといった取り扱いをされたい。 

 

 

 

③ その他 

 

１【新築住宅の竣工日以降の改修工事について】 

  住宅の新築は住宅改修とは認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給

付対象となるか。 

（答） 

竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。 

 

２【賃貸住宅退去時の改修費用について】 

  賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 住宅改修の支給対象とはならない。 

 

３【賃貸アパート共用部分の改修費用について】 

  賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考え

るが、洗面所やトイレが共同となっている場合など当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情によ

り共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、

支給対象となる。 

しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるの

で、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。 

 

４【分譲マンション共用部分の改修費について】 

  分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意（区

分所有法による規定も可）があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。 
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５【一時的に身を寄せている住宅の改修費について】 

  要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。 

（答） 

 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に

住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異

なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となる。 

 

６【家族が行う住宅改修について】 

  家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるか。

（答） 

 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の

購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も、一般的には材料の購入費のみが支給対

象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。 
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② 支給申請関係 

 

１【領収証について】 

  領収証は、写しでもよいか。 

（答） 

 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。 

 

２【工事内訳書について】 

  支給申請の際添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分し

なければならないか。 

（答） 

 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇

所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事

については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等が分かるようにする必要はある。 

 

３【添付写真の日付について】 

  申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付がわかるものとのことであるが、日付機能のない写真

機の場合はどうすればよいか。 

（答） 

 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し

込むといった取り扱いをされたい。 

 

 

 

③ その他 

 

１【新築住宅の竣工日以降の改修工事について】 

  住宅の新築は住宅改修とは認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給

付対象となるか。 

（答） 

竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。 

 

２【賃貸住宅退去時の改修費用について】 

  賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 住宅改修の支給対象とはならない。 

 

３【賃貸アパート共用部分の改修費用について】 

  賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考え

るが、洗面所やトイレが共同となっている場合など当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情によ

り共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、

支給対象となる。 

しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるの

で、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。 

 

４【分譲マンション共用部分の改修費について】 

  分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意（区

分所有法による規定も可）があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。 
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 ２【玄関以外のスロープについて】 

   居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。 

また、スロープから先の道路までの通路を設置する工事は対象となるのか。 

（答） 

 玄関にスロープを設置する場合と同様に、スロープは段差の解消として、通路の設置も通路面の材料の 

変更として、住宅改修の支給対象となる。 

 

 ３【段差の解消について】 

   玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 玄関の上がり框（かまち）への式台の設置等と同様に、段差の解消として支給対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４【通路面の材料の変更について】 

   通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられるか。 

   また、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となるか。 

（答） 

 例えば、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられる。路盤の整備は付

帯工事として支給対象として差し支えない。 

 

 ５【通路面の材料の変更について】 

   通路面について、滑りの防止を図るための舗装材への加工（溝をつけるなど）や移動の円滑化のた 

めの加工（土舗装の転圧など）は、住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 いずれも、通路面の材料の変更として住宅改修の支給対象となる。 

 

 ６【扉の取替えについて】 

   門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか。 

（答） 

 引き戸等への扉の取替えとして支給対象となる。 
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平成 12 年 11 月 22 日付厚生省老人保健福祉局振興課事務連絡「福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更 

 に係るＱ＆Ａ」に、図・解説を付加した。（平成１２年１２月１日から適用） 

 

 

 

Ⅰ 福祉用具貸与 
 

 １【付属品のみを貸与する場合について】 

   介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊寝台付属品 

   のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか。 

（答） 

 既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受けているか否かに 

かかわらず、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を受けることは可能である。 

 

 

Ⅱ 住宅改修 
 

 １【段差解消・手すりについて】 

   玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよいか。 

（答） 

 貴見のとおり。 

 対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等

である。 
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平成29年7月3日付全国介護保険担当課長会議資料「平成29年介護保険制度の改正等に関するFAQ」より、掲載し

た。 

 

 

 

Ⅰ 住宅改修 
 

 １【滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更】 

 居室においては、畳敷からの板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、

畳敷から畳敷（転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを 

含む。以下同じ。）への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められるか。 

（答） 

 居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、お尋ねのような変

更（改修）についても認められる。 

Q&A 3  
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介護保険法（抜粋） 
平成 9年 12 月 17 日法律第 123 号 

最終改正 平成 26 年 6月 25 日法律第 83 号 
 
(居宅介護福祉用具購入費の支給) 

第四十四条 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定

福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から

当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所に

おいて販売される特定福祉用具を購入したときは、

当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具

購入費を支給する。 

２ 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定め

るところにより、市町村が必要と認める場合に限り、

支給するものとする。 

３ 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福

祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相

当する額とする。 

４ 居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省

令で定める期間において購入した特定福祉用具に

つき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額

は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎

として、厚生労働省令で定めるところにより算定し

た額の百分の九十に相当する額を超えることがで

きない。 

５ 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、

同項に規定する厚生労働省令で定める期間におけ

る特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案し

て厚生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の居宅介護福祉用具購入費

支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当

該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限

度基準額とすることができる。 

７ 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第

四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十

に相当する額を超える場合における当該居宅介護

福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、

政令で定めるところにより算定した額とする。 

 

(居宅介護住宅改修費の支給) 

第四十五条 市町村は、居宅要介護被保険者が、手す

りの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の

住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったと

きは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住

宅改修費を支給する。 

２ 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めると

ころにより、市町村が必要と認める場合に限り、支

給するものとする。 

３ 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に

要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 

４ 居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修

につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、

居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、

厚生労働省令で定めるところにより算定した額の

百分の九十に相当する額を超えることができない。 

５ 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住

宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚

生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の居宅介護住宅改修費支給

限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市

町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額

とすることができる。 

７ 居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項

に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相

当する額を超える場合における当該居宅介護住宅

改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で

定めるところにより算定した額とする。 

８ 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して

必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改

修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この

項において「住宅改修を行う者等」という。)に対

し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命

じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に

対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等

の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類

その他の物件を検査させることができる。 

９ 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問

又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定

による権限について準用する。 

 

(介護予防福祉用具購入費の支給) 

第五十六条 市町村は、居宅要支援被保険者が、特定

介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービ

ス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事

業を行う事業所において販売される特定介護予防

福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険

者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。 

２ 介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定め

るところにより、市町村が必要と認める場合に限り、

支給するものとする。 

３ 介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介

護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の

九十に相当する額とする。 
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４ 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省

令で定める期間において購入した特定介護予防福
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同項に規定する厚生労働省令で定める期間におけ

る特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用

を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の介護予防福祉用具購入費

支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当

該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限

度基準額とすることができる。 

７ 介護予防福祉用具購入費を支給することにより第

四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十

に相当する額を超える場合における当該介護予防

福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、

政令で定めるところにより算定した額とする。 

 

(介護予防住宅改修費の支給) 

第五十七条 市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅

改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対

し、介護予防住宅改修費を支給する。 

２ 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めると

ころにより、市町村が必要と認める場合に限り、支

給するものとする。 

３ 介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に

要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 

４ 居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修

につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、

介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、

厚生労働省令で定めるところにより算定した額の

百分の九十に相当する額を超えることができない。 

５ 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、住

宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚

生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の介護予防住宅改修費支給

限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市

町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額

とすることができる。 

７ 介護予防住宅改修費を支給することにより第四項

に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相

当する額を超える場合における当該介護予防住宅

改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で

定めるところにより算定した額とする。 

８ 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して

必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改

修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この

項において「住宅改修を行う者等」という。)に対

し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命

じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に

対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等

の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類

その他の物件を検査させることができる。 

９ 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問

又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定

による権限について準用する。 
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介護保険法（抜粋） 
平成 9年 12 月 17 日法律第 123 号 

最終改正 平成 26 年 6月 25 日法律第 83 号 
 
(居宅介護福祉用具購入費の支給) 

第四十四条 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定

福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から

当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所に

おいて販売される特定福祉用具を購入したときは、

当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具

購入費を支給する。 

２ 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定め

るところにより、市町村が必要と認める場合に限り、

支給するものとする。 

３ 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福

祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相

当する額とする。 

４ 居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省

令で定める期間において購入した特定福祉用具に

つき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額

は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎

として、厚生労働省令で定めるところにより算定し

た額の百分の九十に相当する額を超えることがで

きない。 

５ 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、

同項に規定する厚生労働省令で定める期間におけ

る特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案し

て厚生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の居宅介護福祉用具購入費

支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当

該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限

度基準額とすることができる。 

７ 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第

四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十

に相当する額を超える場合における当該居宅介護

福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、

政令で定めるところにより算定した額とする。 

 

(居宅介護住宅改修費の支給) 

第四十五条 市町村は、居宅要介護被保険者が、手す

りの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の

住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったと

きは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住

宅改修費を支給する。 

２ 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めると

ころにより、市町村が必要と認める場合に限り、支

給するものとする。 

３ 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に

要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 

４ 居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修

につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、

居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、

厚生労働省令で定めるところにより算定した額の

百分の九十に相当する額を超えることができない。 

５ 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住

宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚

生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の居宅介護住宅改修費支給

限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市

町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額

とすることができる。 

７ 居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項

に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相

当する額を超える場合における当該居宅介護住宅

改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で

定めるところにより算定した額とする。 

８ 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して

必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改

修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この

項において「住宅改修を行う者等」という。)に対

し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命

じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に

対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等

の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類

その他の物件を検査させることができる。 

９ 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問

又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定

による権限について準用する。 

 

(介護予防福祉用具購入費の支給) 

第五十六条 市町村は、居宅要支援被保険者が、特定

介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービ

ス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事

業を行う事業所において販売される特定介護予防

福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険

者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。 

２ 介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定め

るところにより、市町村が必要と認める場合に限り、

支給するものとする。 

３ 介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介

護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の

九十に相当する額とする。 
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４ 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省

令で定める期間において購入した特定介護予防福

祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の

額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準

額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによ

り算定した額の百分の九十に相当する額を超える

ことができない。 

５ 前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、

同項に規定する厚生労働省令で定める期間におけ

る特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用

を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の介護予防福祉用具購入費

支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当

該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限

度基準額とすることができる。 

７ 介護予防福祉用具購入費を支給することにより第

四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十

に相当する額を超える場合における当該介護予防

福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、

政令で定めるところにより算定した額とする。 

 

(介護予防住宅改修費の支給) 

第五十七条 市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅

改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対

し、介護予防住宅改修費を支給する。 

２ 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めると

ころにより、市町村が必要と認める場合に限り、支

給するものとする。 

３ 介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に

要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 

４ 居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修

につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、

介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、

厚生労働省令で定めるところにより算定した額の

百分の九十に相当する額を超えることができない。 

５ 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、住

宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚

生労働大臣が定める額とする。 

６ 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定め

るところにより、第四項の介護予防住宅改修費支給

限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市

町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額

とすることができる。 

７ 介護予防住宅改修費を支給することにより第四項

に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相

当する額を超える場合における当該介護予防住宅

改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で

定めるところにより算定した額とする。 

８ 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して

必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改

修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この

項において「住宅改修を行う者等」という。)に対

し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命

じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に

対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等

の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類

その他の物件を検査させることができる。 

９ 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問

又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定

による権限について準用する。 
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介護保険法施行規則（抜粋） 

平成 11 年 3月 31 日厚生省令第 36 号 

最終改正 平成 27 年 2月 12 日厚生労働省令第 19 号 
 
(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合) 

第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が

当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について

行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者

の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認めら

れる場合に限り支給するものとする。 

 

(居宅介護住宅改修費の支給の申請) 

第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようと

する居宅要介護被保険者は、住宅改修（法第四十五条

第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。）を行お

うとするときには、あらかじめ、第一号から第四号ま

でに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、

住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げ

る書類を提出しなければならない。 

一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並

びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称 

二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及

びその着工予定の年月日 

三 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの

住宅改修についての相談に関する専門的知識及び

経験を有する者が作成する書類であって、当該申請

に係る住宅改修について必要と認められる理由が

記載されているもの 

四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認でき

るもの 

五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその

着工及び完成の年月日  

六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収

証  

七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認で

きる書類等 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があ

る場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及

び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類

を提出することができる。 

３ 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護

被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号

までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当

該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾した

ことが確認できる書類を添付しなければならない。 

 

 

 

(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法) 

第七十六条 法第四十五条第四項の規定により算定す

る額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三

号の額を控除して得た額とする。  

一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住

宅改修の種類に係る法第四十五条第五項に規定す

る居宅介護住宅改修費支給限度基準額 

二 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現

に居住している住宅(以下この条において「現住宅」

という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市

町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の

種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要

介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの

居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得

た額の合計額 

三 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改

修に要する費用について当該居宅要介護被保険者

に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅

改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額  

２ 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険

者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合に

おける法第四十五条第四項の規定により算定する

額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。 

 

(介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合) 

第九十三条 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が

当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について

行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者

の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認めら

れる場合に限り支給するものとする。 

 

（介護予防住宅改修費の支給の申請） 

第九十四条 介護予防住宅改修費の支給を受けようと

する居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとする

ときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げ

る事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修

が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類等

を提出しなければならない。 

一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並

びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称 

二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及

びその着工予定の年月日 

三 介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修に

ついての相談に関する専門的知識及び経験を有す

る者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅

改修について必要と認められる理由が記載されて
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いるもの 

四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認でき

るもの 

五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその

着工及び完成の年月日  

六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収

証  

七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認で

きる書類等 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があ

る場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号

及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書

類を提出することができる。 

３ 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援

被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号

までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当

該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾した

ことが確認できる書類を添付しなければならない。 

 

(介護予防住宅改修費の上限額の算定方法) 

第九十五条 法第五十七条第四項の規定により算定す

る額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三

号の額を控除して得た額とする。 

一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住

宅改修の種類に係る法第五十七条第五項に規定す

る介護予防住宅改修費支給限度基準額 

二 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現

に居住している住宅（以下この条において「現住宅」

という。）以外の住宅であって、現住宅が所在する

市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一

の種類の住宅改修に要した費用について既に支給

されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十

分の百を乗じて得た額の合計額 

三 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅

改修と同一種類の住宅改修に要する費用について

既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費

の額に九十分の百を乗じた額の合計額 
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介護保険法施行規則（抜粋） 

平成 11 年 3月 31 日厚生省令第 36 号 

最終改正 平成 27 年 2月 12 日厚生労働省令第 19 号 
 
(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合) 

第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が

当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について

行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者

の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認めら

れる場合に限り支給するものとする。 

 

(居宅介護住宅改修費の支給の申請) 

第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようと

する居宅要介護被保険者は、住宅改修（法第四十五条

第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。）を行お

うとするときには、あらかじめ、第一号から第四号ま

でに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、

住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げ

る書類を提出しなければならない。 

一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並

びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称 

二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及

びその着工予定の年月日 

三 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの

住宅改修についての相談に関する専門的知識及び

経験を有する者が作成する書類であって、当該申請

に係る住宅改修について必要と認められる理由が

記載されているもの 

四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認でき

るもの 

五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその

着工及び完成の年月日  

六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収

証  

七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認で

きる書類等 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があ

る場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及

び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類

を提出することができる。 

３ 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護

被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号

までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当

該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾した

ことが確認できる書類を添付しなければならない。 

 

 

 

(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法) 

第七十六条 法第四十五条第四項の規定により算定す

る額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三

号の額を控除して得た額とする。  

一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住

宅改修の種類に係る法第四十五条第五項に規定す

る居宅介護住宅改修費支給限度基準額 

二 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現

に居住している住宅(以下この条において「現住宅」

という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市

町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の

種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要

介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの

居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得

た額の合計額 

三 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改

修に要する費用について当該居宅要介護被保険者

に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅

改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額  

２ 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険

者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合に

おける法第四十五条第四項の規定により算定する

額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。 

 

(介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合) 

第九十三条 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が

当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について

行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者

の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認めら

れる場合に限り支給するものとする。 

 

（介護予防住宅改修費の支給の申請） 

第九十四条 介護予防住宅改修費の支給を受けようと

する居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとする

ときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げ

る事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修

が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類等

を提出しなければならない。 

一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並

びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称 

二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及

びその着工予定の年月日 

三 介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修に

ついての相談に関する専門的知識及び経験を有す

る者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅

改修について必要と認められる理由が記載されて
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いるもの 

四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認でき

るもの 

五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその

着工及び完成の年月日  

六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収

証  

七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認で

きる書類等 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があ

る場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号

及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書

類を提出することができる。 

３ 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援

被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号

までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当

該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾した

ことが確認できる書類を添付しなければならない。 

 

(介護予防住宅改修費の上限額の算定方法) 

第九十五条 法第五十七条第四項の規定により算定す

る額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三

号の額を控除して得た額とする。 

一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住

宅改修の種類に係る法第五十七条第五項に規定す

る介護予防住宅改修費支給限度基準額 

二 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現

に居住している住宅（以下この条において「現住宅」

という。）以外の住宅であって、現住宅が所在する

市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一

の種類の住宅改修に要した費用について既に支給

されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十

分の百を乗じて得た額の合計額 

三 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅

改修と同一種類の住宅改修に要する費用について

既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費

の額に九十分の百を乗じた額の合計額 
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告示 
 
○居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住

宅改修費支給限度基準額 

(平成 12 年 2 月 10 日 厚生省告示第 35 号) 

最終改正平成 18 年 3 月 24 日厚生労働省告示第 146 号 

 

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条

第五項及び第五十七条第五項の規定に基づき、居宅介

護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費

支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一

日から適用する。 

 

 居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住

宅改修費支給限度基準額 

  二十万円 

 
 
○介護の必要の程度が著しく高くなった場合における

介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額 

(平成 12 年 2 月 10 日 厚生省告示第 39 号) 

最終改正平成 18 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 260 号 

 

介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六

号。以下「施行規則」という。）第七十六条第二項に規

定する介護の必要の程度が著しく高くなった場合にお

ける介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」

という。）第四十五条第四項の規定により算定する額は、

次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定

めるとおりとする。 

一 居宅要介護被保険者が当該申請に係る住宅改修を

行ったときに既に行った現に居住している住宅に

係る住宅改修（以下「過去住宅改修」といい、当

該居宅要介護被保険者がそれに要する費用につい

て居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費若

しくは介護保険法等の一部を改正する法律（平成

十七年法律第七十七号）第三条の規定による改正

前の法第五十七条第一項の規定による居宅支援住

宅改修費（以下「居宅支援住宅改修費」という。）

の支給を受けたものに限る。）の着工日のうち最も

早い日において当該居宅要介護被保険者が次の表

の上欄に掲げる要介護状態区分に該当する旨の認

定を受けており、かつ、当該申請に係る住宅改修

又は過去住宅改修の着工日において当該居宅要介

護被保険者がそれぞれ同表の下欄に掲げる要介護

状態区分に該当する旨の認定(以下この号におい

て「高度要介護認定」という。)を受けていた日が

ある場合 イの額及びロの額の合計額からハの額

を控除して得た額 

イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最

も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行

われた過去住宅改修に要する費用について当該居

宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞ

れの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じ

て得た額の合計額 

ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第

二号の額の合計額 

ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用に

ついて当該居宅要介護被保険者に対して既に支給

されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅支

援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の

合計額 

要介護一 要介護四又は要介護五 

要介護二 要介護五 

 

二 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において

当該居宅要介護被保険者が次の表の上欄に掲げる

要支援状態区分に該当する旨の認定を受けており、

かつ、当該申請に係る住宅改修又は過去住宅改修

の着工日において当該居宅要介護被保険者がそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる要介護状態区分に該当す

る旨の認定（以下この号において「高度要介護認

定」という。）を受けていた日がある場合 イの額

及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額 

イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最

も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行

われた過去住宅改修に要する費用について当該居

宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞ

れの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じ

て得た額の合計額 

ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第

二号の額の合計額 

ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用に

ついて当該居宅要介護被保険者に対して既に支給

されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅支

援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の

合計額 

要支援一 要介護三、要介護四又は要介護五

要支援二 要介護四又は要介護五 

 
三 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において

当該居宅要介護被保険者が介護保険法等の一部を

改正する法律（平成十七年法律第七十七号）第三

条の規定による改正前の法第十九条第二項に規定
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する要支援認定を受けており、かつ、当該申請に

係る住宅改修又は過去住宅改修の着工日において

当該居宅要介護被保険者が要介護三、要介護四又

は要介護五に該当する旨の認定（以下この号にお

いて「高度要介護認定」という。）を受けていた日

がある場合 イの額及びロの額の合計額からハの  

額を控除して得た額 

 イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち

最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に

行われた過去住宅改修に要する費用について当該

居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれ

ぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗

じて得た額の合計額 

 ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項

第二号の額の合計額 

 ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用

について当該居宅要介護被保険者に対して既に支

給されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅

支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額

の合計額 

 

四 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において

当該居宅要介護被保険者が経過的要介護とみなさ

れており、かつ、当該申請に係る住宅改修又は過

去住宅改修の着工日において当該居宅要介護被保

険者が要介護三、要介護四又は要介護五に該当す

る旨の認定（以下この号において「高度要介護認

定」という。）を受けていた日がある場合 イの額

及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額 

 イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち

最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に

行われた過去住宅改修に要する費用について当該

居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれ

ぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗

じて得た額の合計額 

 ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項

第二号の額の合計額 

 ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用

について当該居宅要介護被保険者に対して既に支

給されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅

支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額

の合計額 

 
 
 
 
 

○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福

祉用具貸与に係る福祉用具の種目 

（平成 11 年 3 月 31 日 厚生省告示第 93 号） 
最終改正平成 24 年 3 月 13 日厚生労働省告示第 104 号 

 
  介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第

十七項の規定に基づき、厚生大臣が定める福祉用具貸

与に係る福祉用具の種目を次のように定め、平成十二

年四月一日から適用する。 
 
１ 車いす 

 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助

用標準型車いすに限る。 
２ 車いす付属品 

 クッション、電動補助装置等であって、車いすと

一体的に使用されるものに限る。 
３ 特殊寝台 

 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付

けることが可能なものであって、次に掲げる機能の

いずれかを有するもの         
 一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 
 二  床板の高さが無段階に調整できる機能   
４  特殊寝台付属品 

 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台

と一体的に使用されるものに限る。 
５  床ずれ防止用具 
  次のいずれかに該当するものに限る。                         

一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マ

ット 
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ

全身用のマット 
６  体位変換器 

 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、

居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能 

を有するものに限り、体位の保持のみを目的とする

ものを除く。         
７  手すり   

 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 
８  スロープ 

 段差解消のためのものであって、取付けに際し工

事を伴わないものに限る。         
９  歩行器 

 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移

動時に体重を支える構造を有するものであって、次

のいずれかに該当するものに限る。  
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右

を囲む把手等を有するもの  
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告示 
 
○居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住

宅改修費支給限度基準額 

(平成 12 年 2 月 10 日 厚生省告示第 35 号) 

最終改正平成 18 年 3 月 24 日厚生労働省告示第 146 号 

 

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条

第五項及び第五十七条第五項の規定に基づき、居宅介

護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費

支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一

日から適用する。 

 

 居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住

宅改修費支給限度基準額 

  二十万円 

 
 
○介護の必要の程度が著しく高くなった場合における

介護保険法第四十五条第四項の規定により算定する額 

(平成 12 年 2 月 10 日 厚生省告示第 39 号) 

最終改正平成 18 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 260 号 

 

介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六

号。以下「施行規則」という。）第七十六条第二項に規

定する介護の必要の程度が著しく高くなった場合にお

ける介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」

という。）第四十五条第四項の規定により算定する額は、

次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定

めるとおりとする。 

一 居宅要介護被保険者が当該申請に係る住宅改修を

行ったときに既に行った現に居住している住宅に

係る住宅改修（以下「過去住宅改修」といい、当

該居宅要介護被保険者がそれに要する費用につい

て居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費若

しくは介護保険法等の一部を改正する法律（平成

十七年法律第七十七号）第三条の規定による改正

前の法第五十七条第一項の規定による居宅支援住

宅改修費（以下「居宅支援住宅改修費」という。）

の支給を受けたものに限る。）の着工日のうち最も

早い日において当該居宅要介護被保険者が次の表

の上欄に掲げる要介護状態区分に該当する旨の認

定を受けており、かつ、当該申請に係る住宅改修

又は過去住宅改修の着工日において当該居宅要介

護被保険者がそれぞれ同表の下欄に掲げる要介護

状態区分に該当する旨の認定(以下この号におい

て「高度要介護認定」という。)を受けていた日が

ある場合 イの額及びロの額の合計額からハの額

を控除して得た額 

イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最

も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行

われた過去住宅改修に要する費用について当該居

宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞ

れの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じ

て得た額の合計額 

ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第

二号の額の合計額 

ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用に

ついて当該居宅要介護被保険者に対して既に支給

されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅支

援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の

合計額 

要介護一 要介護四又は要介護五 

要介護二 要介護五 

 

二 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において

当該居宅要介護被保険者が次の表の上欄に掲げる

要支援状態区分に該当する旨の認定を受けており、

かつ、当該申請に係る住宅改修又は過去住宅改修

の着工日において当該居宅要介護被保険者がそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる要介護状態区分に該当す

る旨の認定（以下この号において「高度要介護認

定」という。）を受けていた日がある場合 イの額

及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額 

イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち最

も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に行

われた過去住宅改修に要する費用について当該居

宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞ

れの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗じ

て得た額の合計額 

ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項第

二号の額の合計額 

ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用に

ついて当該居宅要介護被保険者に対して既に支給

されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅支

援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の

合計額 

要支援一 要介護三、要介護四又は要介護五

要支援二 要介護四又は要介護五 

 
三 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において

当該居宅要介護被保険者が介護保険法等の一部を

改正する法律（平成十七年法律第七十七号）第三

条の規定による改正前の法第十九条第二項に規定
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する要支援認定を受けており、かつ、当該申請に

係る住宅改修又は過去住宅改修の着工日において

当該居宅要介護被保険者が要介護三、要介護四又

は要介護五に該当する旨の認定（以下この号にお

いて「高度要介護認定」という。）を受けていた日

がある場合 イの額及びロの額の合計額からハの  

額を控除して得た額 

 イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち

最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に

行われた過去住宅改修に要する費用について当該

居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれ

ぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗

じて得た額の合計額 

 ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項

第二号の額の合計額 

 ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用

について当該居宅要介護被保険者に対して既に支

給されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅

支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額

の合計額 

 

四 過去住宅改修の着工日のうち最も早い日において

当該居宅要介護被保険者が経過的要介護とみなさ

れており、かつ、当該申請に係る住宅改修又は過

去住宅改修の着工日において当該居宅要介護被保

険者が要介護三、要介護四又は要介護五に該当す

る旨の認定（以下この号において「高度要介護認

定」という。）を受けていた日がある場合 イの額

及びロの額の合計額からハの額を控除して得た額 

 イ 当該高度要介護認定の効力が発生した日のうち

最も早い日(ハにおいて「基準日」という。)前に

行われた過去住宅改修に要する費用について当該

居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれ

ぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を乗

じて得た額の合計額 

 ロ 施行規則第七十六条第一項第一号の額及び同項

第二号の額の合計額 

 ハ 基準日後に行われた過去住宅改修に要する費用

について当該居宅要介護被保険者に対して既に支

給されたそれぞれの介護予防住宅改修費又は居宅

支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額

の合計額 

 
 
 
 
 

○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福

祉用具貸与に係る福祉用具の種目 

（平成 11 年 3 月 31 日 厚生省告示第 93 号） 
最終改正平成 24 年 3 月 13 日厚生労働省告示第 104 号 

 
  介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第

十七項の規定に基づき、厚生大臣が定める福祉用具貸

与に係る福祉用具の種目を次のように定め、平成十二

年四月一日から適用する。 
 
１ 車いす 

 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助

用標準型車いすに限る。 
２ 車いす付属品 

 クッション、電動補助装置等であって、車いすと

一体的に使用されるものに限る。 
３ 特殊寝台 

 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付

けることが可能なものであって、次に掲げる機能の

いずれかを有するもの         
 一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 
 二  床板の高さが無段階に調整できる機能   
４  特殊寝台付属品 

 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台

と一体的に使用されるものに限る。 
５  床ずれ防止用具 
  次のいずれかに該当するものに限る。                         

一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マ

ット 
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ

全身用のマット 
６  体位変換器 

 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、

居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能 

を有するものに限り、体位の保持のみを目的とする

ものを除く。         
７  手すり   

 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 
８  スロープ 

 段差解消のためのものであって、取付けに際し工

事を伴わないものに限る。         
９  歩行器 

 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移

動時に体重を支える構造を有するものであって、次

のいずれかに該当するものに限る。  
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右

を囲む把手等を有するもの  
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二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して

移動させることが可能なもの 
10 歩行補助つえ 

 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストラ

ンド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点

杖に限る。 
11  認知症老人徘徊感知機器 

 介護保険法第 5条 2に規定する認知症である老人

が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、

家族、隣人等へ通報するもの 

12  移動用リフト（つり具の部分を除く。） 
 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体

をつり上げ又は体重を支える構造を有するもので

あって、その構造により、自力での移動が困難な者

の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅

の改修を伴うものを除く。） 
13 自動排泄処理装置 

 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、

尿や便の経路となる部分を分割することが可能な

構造を有するものであって、居宅要介護者等又はそ

の介護を行う者が容易に使用できるもの（交換可能

部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿

や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又

はその介護を行う者が容易に交換できるものをい

う。）を除く。）。 
 

○厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定

福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予

防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目 

(平成 11 年 3 月 31 日 厚生省告示第 94 号) 

最終改正平成 24 年 3 月 30 日厚生労働省告示第 202 号 

 

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十四条

第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介

護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。 

 

１ 腰掛便座 

次のいずれかに該当するものに限る。 

一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 

二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 

三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上が

る際に補助できる機能を有しているもの 

四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器

(居室において利用可能であるものに限る。) 

２ 自動排泄処理装置の交換可能部品 

 

３ 入浴補助用具 

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての

補助を目的とする用具であって次のいずれかに該

当するものに限る。 

一 入浴用いす 

二 浴槽用手すり 

三 浴槽内いす 

四 入浴台 

浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽へ

の出入りのためのもの 

五 浴室内すのこ 

六 浴槽内すのこ 

七 入浴用介助ベルト 

４ 簡易浴槽 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できる

ものであって、取水又は排水のために工事を伴わな

いもの 

５ 移動用リフトのつり具の部分 

 

 

○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給

に係る住宅改修の種類 

(平成 11 年 3 月 31 日 厚生省告示第 95 号) 

最終改正 平成 12 年 12 月 28 日厚生省告示第 481 号 

 

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条

第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介

護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類を次のよ

うに定め、平成十二年四月一日から適用する。 

 

 介護保険法第四十五条第一項に規定する厚生労働大

臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改

修の種類は、一種類とし、次に掲げる住宅改修がこれ

に含まれるものとする。 

一 手すりの取付け 

二 段差の解消 

三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通

路面の材料の変更 

四 引き戸等への扉の取替え 

五 洋式便器等への便器の取替え 

六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住

宅改修 
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通 知 
 
〇介護保険の給付対象となる福祉用具及び住

宅改修の取扱いについて 
（平成 12 年 1 月 31 日 老企第 34 号） 

（各都道府県介護保険主管部（局）長あて厚生省

老人保健福祉局企画課長通知） 

最終改正 平成 27 年 3月 27 日 
 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第７条第１７項の規定に基づく「厚生大臣が

定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」、法第４４

条第１項の規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護

福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目」

及び法第４５条第１項規定に基づく「厚生大臣が定め

る居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」

については、平成１１年３月３１日厚生省告示第９３

号、第９４号及び第９５号（以下それぞれ「貸与告示」、

「購入告示」及び「住宅改修告示」という。）をもって

公布され、平成１２年４月１日より適用されるところ

であるが、その内容及び取扱いは別添のとおりである

ので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関

等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のない

ようにされたい。 
（別 添） 
第１ 福祉用具 
１ 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防

福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 
（１）車いす 
 貸与告示第１項に規定する「自走用標準型車いす」、

「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」と

は、それぞれ以下のとおりである。 
① 自走用標準型車いす 

 日本工業規格（JIS）T 9201：2006 のうち自走用

標準形、自走式座位変換形及びパワーアシスト形

に該当するもの及びこれに準ずるもの（前輪が大

径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。）をい

う。 
 また、自走用スポーツ形及び自走用特殊形のう

ち要介護者等が日常生活の場面で専ら使用するこ

とを目的とするものを含む。 
② 普通型電動車いす 

 日本工業規格（JIS）T 9203：2010 のうち自操用

標準形、自操用ハンドル形、自操用座位変換形に

該当するもの及びこれに準ずるものをいう。 
 なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあって

は、車いす本体の機構に応じて①又は③に含まれ

るものであり、電動補助装置を取り付けてあるこ

とをもって本項でいう普通型電動車いすと解する

ものではないものである。 
③ 介助用標準型車いす 

 日本工業規格（JIS）T 9201：2006 のうち、介助

用標準形、介助用座位変換形、介助用パワーアシ

スト形に該当するもの及びそれに準ずるもの（前

輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを

含む。）をいう。 
 また、日本工業規格（JIS）T 9203：2010 のうち、

介助用標準形に該当するもの及びこれに準ずるも

の（前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタの

ものを含む。）をいう。 
 
（２）車いす付属品 
 貸与告示第２項に掲げる「車いす付属品」とは、利

用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資

するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 
 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、

車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に

利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属

品をいう。 
① クッション又はパッド 

 車いすのシート又は背もたれに置いて使用する

ことができる形状のものに限る。 
② 電動補助装置 

 自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに

装着して用いる電動装置であって、当該電動装置

の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する

機能を有するものに限る。 
③ テーブル 

 車いすに装着して使用することが可能なものに

限る。 
④ ブレーキ 

 車いすの速度を制御する機能を有するもの又は

車いすを固定する機能を有するものに限る。 
 
（３）特殊寝台 
 貸与告示第３項に規定する「サイドレール」とは、

利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付

けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたも

のに限られる。 
 
（４）特殊寝台付属品 
 貸与告示第４項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、

利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進

に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当
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二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して

移動させることが可能なもの 
10 歩行補助つえ 

 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストラ

ンド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点

杖に限る。 
11  認知症老人徘徊感知機器 

 介護保険法第 5条 2に規定する認知症である老人

が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、

家族、隣人等へ通報するもの 

12  移動用リフト（つり具の部分を除く。） 
 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体

をつり上げ又は体重を支える構造を有するもので

あって、その構造により、自力での移動が困難な者

の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅

の改修を伴うものを除く。） 
13 自動排泄処理装置 

 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、

尿や便の経路となる部分を分割することが可能な

構造を有するものであって、居宅要介護者等又はそ

の介護を行う者が容易に使用できるもの（交換可能

部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿

や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又

はその介護を行う者が容易に交換できるものをい

う。）を除く。）。 
 

○厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定

福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予

防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目 

(平成 11 年 3 月 31 日 厚生省告示第 94 号) 

最終改正平成 24 年 3 月 30 日厚生労働省告示第 202 号 

 

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十四条

第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介

護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。 

 

１ 腰掛便座 

次のいずれかに該当するものに限る。 

一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 

二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 

三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上が

る際に補助できる機能を有しているもの 

四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器

(居室において利用可能であるものに限る。) 

２ 自動排泄処理装置の交換可能部品 

 

３ 入浴補助用具 

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての

補助を目的とする用具であって次のいずれかに該

当するものに限る。 

一 入浴用いす 

二 浴槽用手すり 

三 浴槽内いす 

四 入浴台 

浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽へ

の出入りのためのもの 

五 浴室内すのこ 

六 浴槽内すのこ 

七 入浴用介助ベルト 

４ 簡易浴槽 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できる

ものであって、取水又は排水のために工事を伴わな

いもの 

５ 移動用リフトのつり具の部分 

 

 

○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給

に係る住宅改修の種類 

(平成 11 年 3 月 31 日 厚生省告示第 95 号) 

最終改正 平成 12 年 12 月 28 日厚生省告示第 481 号 

 

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条

第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介

護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類を次のよ

うに定め、平成十二年四月一日から適用する。 

 

 介護保険法第四十五条第一項に規定する厚生労働大

臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改

修の種類は、一種類とし、次に掲げる住宅改修がこれ

に含まれるものとする。 

一 手すりの取付け 

二 段差の解消 

三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通

路面の材料の変更 

四 引き戸等への扉の取替え 

五 洋式便器等への便器の取替え 

六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住

宅改修 
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通 知 
 
〇介護保険の給付対象となる福祉用具及び住

宅改修の取扱いについて 
（平成 12 年 1 月 31 日 老企第 34 号） 

（各都道府県介護保険主管部（局）長あて厚生省

老人保健福祉局企画課長通知） 

最終改正 平成 27 年 3月 27 日 
 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第７条第１７項の規定に基づく「厚生大臣が

定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」、法第４４

条第１項の規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護

福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目」

及び法第４５条第１項規定に基づく「厚生大臣が定め

る居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」

については、平成１１年３月３１日厚生省告示第９３

号、第９４号及び第９５号（以下それぞれ「貸与告示」、

「購入告示」及び「住宅改修告示」という。）をもって

公布され、平成１２年４月１日より適用されるところ

であるが、その内容及び取扱いは別添のとおりである

ので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関

等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のない

ようにされたい。 
（別 添） 
第１ 福祉用具 
１ 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防

福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 
（１）車いす 
 貸与告示第１項に規定する「自走用標準型車いす」、

「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」と

は、それぞれ以下のとおりである。 
① 自走用標準型車いす 

 日本工業規格（JIS）T 9201：2006 のうち自走用

標準形、自走式座位変換形及びパワーアシスト形

に該当するもの及びこれに準ずるもの（前輪が大

径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。）をい

う。 
 また、自走用スポーツ形及び自走用特殊形のう

ち要介護者等が日常生活の場面で専ら使用するこ

とを目的とするものを含む。 
② 普通型電動車いす 

 日本工業規格（JIS）T 9203：2010 のうち自操用

標準形、自操用ハンドル形、自操用座位変換形に

該当するもの及びこれに準ずるものをいう。 
 なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあって

は、車いす本体の機構に応じて①又は③に含まれ

るものであり、電動補助装置を取り付けてあるこ

とをもって本項でいう普通型電動車いすと解する

ものではないものである。 
③ 介助用標準型車いす 

 日本工業規格（JIS）T 9201：2006 のうち、介助

用標準形、介助用座位変換形、介助用パワーアシ

スト形に該当するもの及びそれに準ずるもの（前

輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを

含む。）をいう。 
 また、日本工業規格（JIS）T 9203：2010 のうち、

介助用標準形に該当するもの及びこれに準ずるも

の（前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタの

ものを含む。）をいう。 
 
（２）車いす付属品 
 貸与告示第２項に掲げる「車いす付属品」とは、利

用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資

するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 
 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、

車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に

利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属

品をいう。 
① クッション又はパッド 

 車いすのシート又は背もたれに置いて使用する

ことができる形状のものに限る。 
② 電動補助装置 

 自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに

装着して用いる電動装置であって、当該電動装置

の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する

機能を有するものに限る。 
③ テーブル 

 車いすに装着して使用することが可能なものに

限る。 
④ ブレーキ 

 車いすの速度を制御する機能を有するもの又は

車いすを固定する機能を有するものに限る。 
 
（３）特殊寝台 
 貸与告示第３項に規定する「サイドレール」とは、

利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付

けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたも

のに限られる。 
 
（４）特殊寝台付属品 
 貸与告示第４項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、

利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進

に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当
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する。 
 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、

特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既

に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される

付属品をいう。 
① サイドレール 

 特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用

者の落下防止に資するものであるとともに、取付

けが簡易なものであって、安全の確保に配慮され

たものに限る。 
② マットレス 

 特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨

げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するも

のに限る。 
③ ベッド用手すり 

 特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであっ

て、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うこと

を容易にするものに限る。 
④ テーブル 

 特殊寝台の上で使用することができるものであ

って、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から

差し入れることができるもの又はサイドレールに

乗せて使用することができるものに限る。 
⑤ スライディングボード・スライディングマット 

 滑らせて移乗・位置交換するための補助として

用いられるものであって、滑りやすい素材又は滑

りやすい構造であるものに限る。 
⑥ 介助用ベルト 

 居宅要介護者等又はその介護を行う者の身体に

巻き付けて使用するものであって、起き上がり、

立ち上がり、移乗等を容易に介助することができ

るもの。 
 ただし、購入告示第 3 項第 7 号に掲げる｢入浴用

介助ベルト｣は除かれる。 
 
（５）床ずれ防止用具 
 貸与告示第５項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、

次のいずれかに該当するものをいう。 
① 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッド

が装着された空気マットであって、体圧を分散す

ることにより、圧迫部位への圧力を減ずることを

目的として作られたもの。 
② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる

全身用のマットであって、体圧を分散することに

より、圧迫部位への圧力を減ずることを目的とし

て作られたもの。 
 

（６）体位変換器 
 貸与告示第６項に掲げる「体位変換器」とは、空気

パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他

の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体

位の変換を容易に行うことができるものをいう。 
 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。 
 
（７）手すり 
 貸与告示第７項に掲げる「手すり」とは、次のいず

れかに該当するものに限られる。 
 なお、前記（４）の③に掲げるものは除かれる。ま

た、取付けに際し工事（ネジ等で居宅に取り付ける簡

易なものを含む。以下同じ。）を伴うものは除かれる。

工事を伴う場合であって、住宅改修告示第１号に掲げ

る「手すりの取付け」に該当するものについては、住

宅改修としての給付の対象となるところである。 
① 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予

防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的

とするものであって、取付けに際し工事を伴わな

いもの。 
② 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くこと

により、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資

することを目的とするものであって、取付けに際

し工事を伴わないもの。 
 
（８）スロープ 
 貸与告示第８項に掲げる「スロープ」には、個別の

利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でな

いものは含まれない。 
 なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工

事を伴う場合であって、住宅改修告示第２号に掲げる

「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改

修としての給付の対象となるところである。 
 
（９）歩行器 
 貸与告示第９項に規定する「把手等」とは、手で握

る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類

をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、

これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれ

にも有することをいう。ただし、体の前の把手等につ

いては、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有す

る必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレー

ム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、

要介護者等の身体の状況等により異なるものでありそ

の長さは問わない。 
 
 

― 43 ― 

（10）歩行補助つえ 
 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストラン

ド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に

限る。 
 
（11）認知症老人徘徊感知機器 
 貸与告示第１１項に掲げる「認知症老人徘徊感知機

器」とは、認知症である老人が徘徊し、屋外に出よう

とした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサ

ーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。 
 
（12）移動用リフト（つり具の部分を除く。） 
 貸与告示第１２項に掲げる「移動用リフト」とは、

次の各号に掲げる型式に応じ、それぞれ当該各号に定

めるとおりであり（つり具の部分を除く。）、住宅の改

修を伴うものは除かれる。 
① 床走行式 

 つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上

げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移

動させるもの。 
② 固定式 

 居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の

可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用し

て人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させる

もの。 
③ 据置式 

床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、

つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ

るもの又は持ち上げ、移動させるもの（エレベー

ター及び階段昇降機は除く。）。 
 

（13）自動排泄処理装置 
 貸与告示第１３項に掲げる「自動排泄処理装置」と

は、尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、

尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造

を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護

を行う者が容易に使用できるもの。 
 交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等の

うち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護

者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。）

及び専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの並

びに専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 
 

２ 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特

定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護

予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目 
 
（１）腰掛便座 
 次のいずれかに該当するものに限る。 
① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの（腰

掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。）。 
② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 
③ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際

に補助できる機能を有しているもの。 
④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（水

洗機能を有する便器を含み、居室において利用可

能であるものに限る。）。 
 但し、設置に要する費用については従来通り、法に

基づく保険給付の対象とならないものである。 
 
（２）自動排泄処理装置の交換可能部品 
 自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チ

ューブ、タンク等）のうち尿や便の経路となるもので

あって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易

に交換できるもの。 
 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び

専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 
 
（３）入浴補助用具 
 購入告示第３項各号に掲げる「入浴補助用具」は、

それぞれ以下のとおりである。 
① 入浴用いす 

 座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライ

ニング機能を有するものに限る。 
② 浴槽用手すり 

 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるも

のに限る。 
③ 浴槽内いす 

 浴槽内に置いて利用することができるものに限

る。 
④ 入浴台 

 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にする

ことができるものに限る。 
⑤ 浴室内すのこ 

 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るこ

とができるものに限る。 
⑥ 浴槽内すのこ 

 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの

に限る。 
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する。 
 なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、

特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既

に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される

付属品をいう。 
① サイドレール 

 特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用

者の落下防止に資するものであるとともに、取付

けが簡易なものであって、安全の確保に配慮され

たものに限る。 
② マットレス 

 特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨

げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するも

のに限る。 
③ ベッド用手すり 

 特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであっ

て、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うこと

を容易にするものに限る。 
④ テーブル 

 特殊寝台の上で使用することができるものであ

って、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から

差し入れることができるもの又はサイドレールに

乗せて使用することができるものに限る。 
⑤ スライディングボード・スライディングマット 

 滑らせて移乗・位置交換するための補助として

用いられるものであって、滑りやすい素材又は滑

りやすい構造であるものに限る。 
⑥ 介助用ベルト 

 居宅要介護者等又はその介護を行う者の身体に

巻き付けて使用するものであって、起き上がり、

立ち上がり、移乗等を容易に介助することができ

るもの。 
 ただし、購入告示第 3 項第 7 号に掲げる｢入浴用

介助ベルト｣は除かれる。 
 
（５）床ずれ防止用具 
 貸与告示第５項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、

次のいずれかに該当するものをいう。 
① 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッド

が装着された空気マットであって、体圧を分散す

ることにより、圧迫部位への圧力を減ずることを

目的として作られたもの。 
② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる

全身用のマットであって、体圧を分散することに

より、圧迫部位への圧力を減ずることを目的とし

て作られたもの。 
 

（６）体位変換器 
 貸与告示第６項に掲げる「体位変換器」とは、空気

パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他

の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体

位の変換を容易に行うことができるものをいう。 
 ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。 
 
（７）手すり 
 貸与告示第７項に掲げる「手すり」とは、次のいず

れかに該当するものに限られる。 
 なお、前記（４）の③に掲げるものは除かれる。ま

た、取付けに際し工事（ネジ等で居宅に取り付ける簡

易なものを含む。以下同じ。）を伴うものは除かれる。

工事を伴う場合であって、住宅改修告示第１号に掲げ

る「手すりの取付け」に該当するものについては、住

宅改修としての給付の対象となるところである。 
① 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予

防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的

とするものであって、取付けに際し工事を伴わな

いもの。 
② 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くこと

により、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資

することを目的とするものであって、取付けに際

し工事を伴わないもの。 
 
（８）スロープ 
 貸与告示第８項に掲げる「スロープ」には、個別の

利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でな

いものは含まれない。 
 なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工

事を伴う場合であって、住宅改修告示第２号に掲げる

「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改

修としての給付の対象となるところである。 
 
（９）歩行器 
 貸与告示第９項に規定する「把手等」とは、手で握

る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類

をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、

これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれ

にも有することをいう。ただし、体の前の把手等につ

いては、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有す

る必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレー

ム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、

要介護者等の身体の状況等により異なるものでありそ

の長さは問わない。 
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（10）歩行補助つえ 
 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストラン

ド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に

限る。 
 
（11）認知症老人徘徊感知機器 
 貸与告示第１１項に掲げる「認知症老人徘徊感知機

器」とは、認知症である老人が徘徊し、屋外に出よう

とした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサ

ーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。 
 
（12）移動用リフト（つり具の部分を除く。） 
 貸与告示第１２項に掲げる「移動用リフト」とは、

次の各号に掲げる型式に応じ、それぞれ当該各号に定

めるとおりであり（つり具の部分を除く。）、住宅の改

修を伴うものは除かれる。 
① 床走行式 

 つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上

げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移

動させるもの。 
② 固定式 

 居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の

可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用し

て人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させる

もの。 
③ 据置式 

床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、

つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ

るもの又は持ち上げ、移動させるもの（エレベー

ター及び階段昇降機は除く。）。 
 

（13）自動排泄処理装置 
 貸与告示第１３項に掲げる「自動排泄処理装置」と

は、尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、

尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造

を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護

を行う者が容易に使用できるもの。 
 交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等の

うち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護

者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。）

及び専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの並

びに専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 
 

２ 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特

定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護

予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目 
 
（１）腰掛便座 
 次のいずれかに該当するものに限る。 
① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの（腰

掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。）。 
② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 
③ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際

に補助できる機能を有しているもの。 
④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（水

洗機能を有する便器を含み、居室において利用可

能であるものに限る。）。 
 但し、設置に要する費用については従来通り、法に

基づく保険給付の対象とならないものである。 
 
（２）自動排泄処理装置の交換可能部品 
 自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チ

ューブ、タンク等）のうち尿や便の経路となるもので

あって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易

に交換できるもの。 
 専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び

専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 
 
（３）入浴補助用具 
 購入告示第３項各号に掲げる「入浴補助用具」は、

それぞれ以下のとおりである。 
① 入浴用いす 

 座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライ

ニング機能を有するものに限る。 
② 浴槽用手すり 

 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるも

のに限る。 
③ 浴槽内いす 

 浴槽内に置いて利用することができるものに限

る。 
④ 入浴台 

 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にする

ことができるものに限る。 
⑤ 浴室内すのこ 

 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るこ

とができるものに限る。 
⑥ 浴槽内すのこ 

 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの

に限る。 
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⑦ 入浴用介助ベルト 
 居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用す

るものであって、浴槽への出入り等を容易に介助

することができるものに限る。 
 

（４）簡易浴槽 
 購入告示第４項に規定する「空気式又は折りたたみ

式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であ

っても使用しないときに立て掛けること等により収納

できるものを含むものであり、また、居室において必

要があれば入浴が可能なものに限られる。 
 
（５）移動用リフトのつり具の部分 
 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能な

ものであること。 
 
３ 複合的機能を有する福祉用具について 
 
 ２つ以上の機能を有する福祉用具については、次の

とおり取り扱う。 
① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合に

は、それぞれの機能に着目して部分ごとに１つの

福祉用具として判断する。 
② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特

定福祉用具の種目に該当する機能が含まれている

ときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として

判断する。 
③ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該

当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険

給付の対象外として取り扱う。 
 但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機

能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器

において、当該福祉用具の種目に相当する部分と

当該通信機能に相当する部分が区別できる場合に

は、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給

付対象とする。 
 
第２ 住宅改修 
 
 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類 
 
（１）手すりの取付け 
 住宅改修告示第１号に掲げる「手すりの取付け」と

は、廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移

動又は移乗動作に資することを目的として設置するも

のである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け

等適切なものとする。 
 なお、貸与告示第７項に掲げる「手すり」に該当す

るものは除かれる。 
 
（２）段差の解消 
 住宅改修告示第２号に掲げる「段差の解消」とは、

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差

及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消

するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低く

する工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ

上げ等が想定されるものである。 
 ただし、貸与告示第８項に掲げる「スロープ」又は

購入告示第３項第５号に掲げる「浴室内すのこ」を置

くことによる段差の解消は除かれる。 
 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床

段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。 
 
（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は

通路面の材料の変更 
 住宅改修告示第３号に掲げる「滑りの防止及び移動

の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、

具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニ

ル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにく

いものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材

への変更等が想定されるものである。 
 
（４）引き戸等への扉の取替え 
 住宅改修告示第４号に掲げる「引き戸等への扉の取

替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオン

カーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほ

か、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含ま

れる。 
 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ド

アとした場合は、自動ドアの 動力部分の設置はこれに

含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険

給付の対象とならないものである。 
 
（５）洋式便器等への便器の取替え 
 住宅改修告示第５号に掲げる「洋式便器等への便器

の取替え」とは、和式便器を 洋式便器に取り替えや、

既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想

定される。 
 ただし、購入告示第１項に掲げる「腰掛便座」の設

置は除かれる。 
 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加

されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋

式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれな
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い。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡

易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち

水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相

当額は 法に基づく保険給付の対象とならないもので

ある。 
 
（６）その他（１）から（５）の住宅改修に付帯して

必要となる住宅改修 
 その他住宅改修告示第１号から第５号までに掲げる

住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、そ

れぞれ以下のものが考えられる。 
① 手すりの取付け 

 手すりの取付けのための壁の下地補強 
②段差の解消 

 浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に

伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落

や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 
③ 床又は通路面の材料の変更 

 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又

は通路面の材料の変更のための路盤の整備 
④ 扉の取替え 

 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 
⑤ 便器の取替え 

便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化又

は簡易水洗化に係るものを除く。）、便器の取替え

に伴う床材の変更 
 
 
○居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

の支給について 
(平成 12 年 3 月 8日 老企第 42 号) 

最終改正 平成 27 年 3月 27 日 
 

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保

健福祉局企画課長通知) 

 
１ 住宅改修費の支給限度額 
（１）支給限度基準額 
 住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者

の資産形成につながらないよう、また住宅改修につい

て制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡

等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較

的小規模なものとしたところであり、これらに通常要

する費用を勘案して、基準額告示において、居宅介護

住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支

給限度基準額を２０万円としたところである。 
 このため、２０万円までの住宅改修を行うことが可

能であり、２０万円の住宅改修を行った場合、通常、

保険給付の額は１８万円（法第４９条の２又は第５９

条の２の規定が適用される場合にあっては１６万円）

となるものである。 
 
（２）支給限度額管理 
①支給限度額と要介護状態区分等との関係 
 基準額告示においては、居宅介護住宅改修費支給限

度基準額は要介護状態区分にかかわらず定額（２０万

円）とし、介護予防住宅改修費支給限度基準額も同額

としたところである。また、施行規則第７６条第１項

及び第９５条の規定により、居宅介護住宅改修費の支

給と介護予防住宅改修費の支給は、同一の支給限度額

で統一的に管理される。すなわち、要介護状態区分が

変更された場合、要介護者が要支援者になった場合又

は要支援者が要介護者になった場合であっても、それ

をもって支給限度額に変更があるわけではなく、支給

限度額は、以前に支給された住宅改修費の額を支給限

度基準額（２０万円）から控除した額となる。 
  また、平成１８年４月１日前に居宅支援住宅改修費

が支給されている場合には、その支給額は「以前に支

給された住宅改修費の額」に算入され、支給限度額は、

支給限度基準額（２０万円）からこれを控除した額と

なる。 
 ただし、施行規則第７６条第２項の規定及び特例告

示により、過去において最初に住宅改修費の支給を受

けた住宅改修の着工時点と比較して介護の必要の程度

が著しく高い要介護認定を受けている状態（次に掲げ

る要介護等状態区分を基準として定める「介護の必要

の程度」の段階が３段階以上上がった場合）で行った

住宅改修について、初めて住宅改修費の支給を受ける

場合には、それ以前に支給された住宅改修費の額にか

かわらず、改めて支給限度基準額（２０万円）までの

住宅改修費の支給を受けることが可能となる。なお、

この取扱いは１回に限られる。 
 
「介護の必要

の程度」の段階

要介護等状態区分 

 第六段階 要介護５ 

 第五段階 要介護４ 
 第四段階 要介護３ 

第三段階 要介護２ 
 第二段階 要支援２ 又は  要介護１ 
 第一段階 要支援１ 又は  経過的要介護

（平成 18 年 4 月 1 日以降） 

要支援（平成 18 年 4 月 1日前）
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⑦ 入浴用介助ベルト 
 居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用す

るものであって、浴槽への出入り等を容易に介助

することができるものに限る。 
 

（４）簡易浴槽 
 購入告示第４項に規定する「空気式又は折りたたみ

式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であ

っても使用しないときに立て掛けること等により収納

できるものを含むものであり、また、居室において必

要があれば入浴が可能なものに限られる。 
 
（５）移動用リフトのつり具の部分 
 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能な

ものであること。 
 
３ 複合的機能を有する福祉用具について 
 
 ２つ以上の機能を有する福祉用具については、次の

とおり取り扱う。 
① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合に

は、それぞれの機能に着目して部分ごとに１つの

福祉用具として判断する。 
② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特

定福祉用具の種目に該当する機能が含まれている

ときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として

判断する。 
③ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該

当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険

給付の対象外として取り扱う。 
 但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機

能を有するもののうち、認知症老人徘徊感知機器

において、当該福祉用具の種目に相当する部分と

当該通信機能に相当する部分が区別できる場合に

は、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給

付対象とする。 
 
第２ 住宅改修 
 
 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類 
 
（１）手すりの取付け 
 住宅改修告示第１号に掲げる「手すりの取付け」と

は、廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移

動又は移乗動作に資することを目的として設置するも

のである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け

等適切なものとする。 
 なお、貸与告示第７項に掲げる「手すり」に該当す

るものは除かれる。 
 
（２）段差の解消 
 住宅改修告示第２号に掲げる「段差の解消」とは、

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差

及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消

するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低く

する工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ

上げ等が想定されるものである。 
 ただし、貸与告示第８項に掲げる「スロープ」又は

購入告示第３項第５号に掲げる「浴室内すのこ」を置

くことによる段差の解消は除かれる。 
 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床

段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。 
 
（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は

通路面の材料の変更 
 住宅改修告示第３号に掲げる「滑りの防止及び移動

の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、

具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニ

ル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにく

いものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材

への変更等が想定されるものである。 
 
（４）引き戸等への扉の取替え 
 住宅改修告示第４号に掲げる「引き戸等への扉の取

替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオン

カーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほ

か、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含ま

れる。 
 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ド

アとした場合は、自動ドアの 動力部分の設置はこれに

含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険

給付の対象とならないものである。 
 
（５）洋式便器等への便器の取替え 
 住宅改修告示第５号に掲げる「洋式便器等への便器

の取替え」とは、和式便器を 洋式便器に取り替えや、

既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想

定される。 
 ただし、購入告示第１項に掲げる「腰掛便座」の設

置は除かれる。 
 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加

されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋

式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれな
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い。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡

易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち

水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相

当額は 法に基づく保険給付の対象とならないもので

ある。 
 
（６）その他（１）から（５）の住宅改修に付帯して

必要となる住宅改修 
 その他住宅改修告示第１号から第５号までに掲げる

住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、そ

れぞれ以下のものが考えられる。 
① 手すりの取付け 

 手すりの取付けのための壁の下地補強 
②段差の解消 

 浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に

伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落

や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 
③ 床又は通路面の材料の変更 

 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又

は通路面の材料の変更のための路盤の整備 
④ 扉の取替え 

 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 
⑤ 便器の取替え 

便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化又

は簡易水洗化に係るものを除く。）、便器の取替え

に伴う床材の変更 
 
 
○居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

の支給について 
(平成 12 年 3 月 8日 老企第 42 号) 

最終改正 平成 27 年 3月 27 日 
 

(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保

健福祉局企画課長通知) 

 
１ 住宅改修費の支給限度額 
（１）支給限度基準額 
 住宅改修費の支給対象となる住宅改修は、被保険者

の資産形成につながらないよう、また住宅改修につい

て制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡

等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較

的小規模なものとしたところであり、これらに通常要

する費用を勘案して、基準額告示において、居宅介護

住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支

給限度基準額を２０万円としたところである。 
 このため、２０万円までの住宅改修を行うことが可

能であり、２０万円の住宅改修を行った場合、通常、

保険給付の額は１８万円（法第４９条の２又は第５９

条の２の規定が適用される場合にあっては１６万円）

となるものである。 
 
（２）支給限度額管理 
①支給限度額と要介護状態区分等との関係 
 基準額告示においては、居宅介護住宅改修費支給限

度基準額は要介護状態区分にかかわらず定額（２０万

円）とし、介護予防住宅改修費支給限度基準額も同額

としたところである。また、施行規則第７６条第１項

及び第９５条の規定により、居宅介護住宅改修費の支

給と介護予防住宅改修費の支給は、同一の支給限度額

で統一的に管理される。すなわち、要介護状態区分が

変更された場合、要介護者が要支援者になった場合又

は要支援者が要介護者になった場合であっても、それ

をもって支給限度額に変更があるわけではなく、支給

限度額は、以前に支給された住宅改修費の額を支給限

度基準額（２０万円）から控除した額となる。 
  また、平成１８年４月１日前に居宅支援住宅改修費

が支給されている場合には、その支給額は「以前に支

給された住宅改修費の額」に算入され、支給限度額は、

支給限度基準額（２０万円）からこれを控除した額と

なる。 
 ただし、施行規則第７６条第２項の規定及び特例告

示により、過去において最初に住宅改修費の支給を受

けた住宅改修の着工時点と比較して介護の必要の程度

が著しく高い要介護認定を受けている状態（次に掲げ

る要介護等状態区分を基準として定める「介護の必要

の程度」の段階が３段階以上上がった場合）で行った

住宅改修について、初めて住宅改修費の支給を受ける

場合には、それ以前に支給された住宅改修費の額にか

かわらず、改めて支給限度基準額（２０万円）までの

住宅改修費の支給を受けることが可能となる。なお、

この取扱いは１回に限られる。 
 
「介護の必要

の程度」の段階

要介護等状態区分 

 第六段階 要介護５ 

 第五段階 要介護４ 
 第四段階 要介護３ 

第三段階 要介護２ 
 第二段階 要支援２ 又は  要介護１ 
 第一段階 要支援１ 又は  経過的要介護

（平成 18 年 4 月 1 日以降） 

要支援（平成 18 年 4 月 1日前）
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②転居した場合の支給限度額管理 
 支給限度額管理は、施行規則第７６条第１項及び第

９５条の規定により、現に居住している住宅に係る住

宅改修費のみを対象として行うこととしており、当該

住宅以外の住宅について支給された住宅改修費につい

ては、支給限度額管理の対象とはならない。よって、

転居した場合には改めて支給限度基準額までの住宅改

修費の支給を受けることが可能となる。 
 
（注）これらの具体的取扱いについて別紙１として解

説を作成したので活用されたい。 
 
２ 住宅改修費の支給申請 
（１）事前申請 
 被保険者は、住宅改修を行おうとする前に、以下の

申請書又は書類の一部を市町村に提出することとなる

が、市町村は、「利用者保護」の観点から、これらの提

出される書類で当該住宅改修が保険給付として適当な

ものかどうかを確認し、被保険者に対して、その確認

結果を事前に教示することとする。 
 その際、市町村は、被保険者の誤解を招くことのな

いよう、住宅改修完了後に行われる住宅改修費の支給

決定とは異なるものであることを合わせて説明する必

要がある。 
 
①申請書（施行規則第７５条第１項第１号及び第２号、

第９４条第１項第１号及び第２号） 
 第１号の「住宅改修の内容、箇所及び規模」は、改

修を行う工事種別（種類告示の第１号から第５号まで

の別）ごとに、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、

長さ、面積等の規模を記載することとするが、「当該申

請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」に

おいてこれらの内容が明らかにされている場合には、

工事種別のみを記載することとして差し支えない。 
 また、第２号の「住宅改修に要する費用の見積もり」

は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであ

って、その内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経

費等を適切に区分したものとする。また、必要に応じ

て、この見積もりが適切に算出されたものであること

がわかるよう、その算出方法を明示させることとする。 
 なお、当該被保険者に対して居宅介護サービス計画

又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画

等」という。）が作成されている場合は、居宅サービス

計画等の記載と重複する内容については、居宅サービ

ス計画等の記載内容が確認することができれば、申請

書への記載を省略して差し支えない。 
 

②住宅改修が必要な理由書（施行規則第７５条第１項

第３号、第９４条第１項第３号） 
 第３号の「住宅改修について必要と認められる理由

が記載されているもの」は、被保険者の心身の状況及

び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状

況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別と

その選定理由を記載するもので、別紙２の様式を標準

とする。 
 また、当該書類を作成する者は、基本的には居宅サ

ービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護

支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員（以

下「介護支援専門員等」という。）とするが、市町村が

行う福祉用具・住宅改修支援事業等として、住宅改修

についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医

療又は建築の専門家も含まれるものである。ただし、

当該書類を作成しようとする者が、当該住宅改修に係

る被保険者の居宅サービス計画又は介護予防サービス

計画を作成している者と異なる場合は、十分に連絡調

整を行うことが必要である。 
 また、当該被保険者に対して居宅サービス計画等が

作成されている場合は、居宅サービス計画等の記載と

重複する内容については、居宅サービス計画等の記載

内容が確認することができれば、理由書への記載を省

略して差し支えない。 
 なお、介護支援専門員等が当該書類を作成する業務

は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環であ

るため、被保険者から別途費用を徴収することはでき

ない。また、介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設

計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅

改修の工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請

けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴

収したりすること等は認められない。 
 
③住宅改修の予定の状態が確認できるもの（施行規則

第７５条第１項第４号、第９４条第１項第４号） 
 第４号の「住宅改修の予定の状態が確認できるもの」

とは、便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改

修後の予定の状態を写真や簡単な図で示したものとす

る。 
 
（２）事後申請 
 被保険者が住宅改修を完了し、次に掲げる書類を市

町村に提出したときには、市町村は、事前に提出され

た書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行

い、当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合、住宅

改修費の支給を決定する。 
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①「住宅改修に要した費用」（施行規則第７５条第１項

第５号、第９４条第１項第５号） 
 「住宅改修に要した費用」については、住宅改修費

の支給対象となる住宅改修費の費用とする。 
 
②領収証（施行規則第７５条第１項第６号、第９４条

第１項第６号） 
 第６号の「住宅改修に要した費用に係る領収証」に

は、工事費内訳書も添付する。工事費内訳書は、工事

を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工

費、諸経費等を適切に区分したものとする。 
 なお、領収証は住宅改修費の支給対象とならない工

事等の費用を含めた費用を記載して差し支えないが、

この場合、「住宅改修に要した費用」が種類告示の第１

号から第６号までに掲げる住宅改修に要した費用とし

て適切に算出されたものであることがわかるよう、工

事費内訳書において算出方法を明示するものとする。 
 
③完成後の状態を確認できる書類等（施行規則第７５

条第１項第７号、第９４条第１項第７号） 
 第７号の「住宅改修の完成後の状態を確認できる書

類等」とは、便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前

及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が

わかるものとする。 
 
④住宅の所有者の承諾書（施行規則第７５条第３項及

び第９４条第３項） 
 当該住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が

異なる場合は、当該住宅改修についての所有者の承諾

書が必要であるので留意されたい。 
 
（３）やむ得ない事情がある場合の手続き（施行規則

第７５条第２項、第９４条第２項） 
 やむ得ない事情がある場合とは、入院又は入所者が退

院又は退所後の住宅での受け入れのため、あらかじめ

住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行

おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場合

等をいう。 
  また、平成 18 年 4 月 1日前に住宅改修に着工した場

合についても、当該やむ得ない事情がある場合に該当

するものである。 
  なお、事前申請制度が定着する当分の間、事前に申

請がなかった住宅改修についても、当分の間、「やむ得

ない事情がある場合」として、経過的に保険者の判断

で運用することは差し支えない。 
 
 

３ 住宅改修費の算定上の留意事項 
（１）住宅改修の設計及び積算の費用 
 住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用

については、住宅改修の費用として取り扱うが、住宅

改修を伴わない設計及び積算のみの費用については住

宅改修費の支給対象とならないものである。 
 
（２）新築又は増改築の場合 
 住宅の新築は、住宅改修とは認められないので住宅

改修費の支給対象とならないものである。 
 また、増築の場合は、新たに居室を設ける場合等は

住宅改修費の支給対象とならないが、廊下の拡幅にあ

わせて手すりを取り付ける場合、便所の拡張に伴い和

式便器から洋式便器に取り換える場合等は、それぞれ

「手すりの取付け」、「洋式便器等への便器の取替え」

に係る費用についてのみ住宅改修費の支給対象となり

得るものである。 
 
（３）住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われ

た場合 
 住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給

対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出、按

分等適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる

費用を算出する。 
 
（４）被保険者等自らが住宅改修を行った場合 
 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本

人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料

の購入費を住宅改修費の支給対象とするものである。

この場合、施行規則第７５条第１項第６号及び第９４

条第１項第６号の「住宅改修に要した費用に係る領収

証」は、材料を販売した者が発行したものとし、これ

に添付する工事費内訳書として、使用した材料の内訳

を記載した書類を本人又は家族等が作成することとす

る。なお、この場合であっても、必要となる書類に変

更はないので留意されたい。 
 
（５）一の住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改

修の費用 
 一の住宅に複数の被保険者が居住する場合において

は、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに

行われるため、被保険者ごとに住宅改修費の支給申請

を行うことが可能である。ただし、一の住宅について

同時に複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合

は、当該住宅改修のうち、各被保険者に有意な範囲を

特定し、その範囲が重複しないように申請を行うもの

とする。したがって、例えば被保険者が２人いる場合
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②転居した場合の支給限度額管理 
 支給限度額管理は、施行規則第７６条第１項及び第

９５条の規定により、現に居住している住宅に係る住

宅改修費のみを対象として行うこととしており、当該

住宅以外の住宅について支給された住宅改修費につい

ては、支給限度額管理の対象とはならない。よって、

転居した場合には改めて支給限度基準額までの住宅改

修費の支給を受けることが可能となる。 
 
（注）これらの具体的取扱いについて別紙１として解

説を作成したので活用されたい。 
 
２ 住宅改修費の支給申請 
（１）事前申請 
 被保険者は、住宅改修を行おうとする前に、以下の

申請書又は書類の一部を市町村に提出することとなる

が、市町村は、「利用者保護」の観点から、これらの提

出される書類で当該住宅改修が保険給付として適当な

ものかどうかを確認し、被保険者に対して、その確認

結果を事前に教示することとする。 
 その際、市町村は、被保険者の誤解を招くことのな

いよう、住宅改修完了後に行われる住宅改修費の支給

決定とは異なるものであることを合わせて説明する必

要がある。 
 
①申請書（施行規則第７５条第１項第１号及び第２号、

第９４条第１項第１号及び第２号） 
 第１号の「住宅改修の内容、箇所及び規模」は、改

修を行う工事種別（種類告示の第１号から第５号まで

の別）ごとに、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、

長さ、面積等の規模を記載することとするが、「当該申

請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの」に

おいてこれらの内容が明らかにされている場合には、

工事種別のみを記載することとして差し支えない。 
 また、第２号の「住宅改修に要する費用の見積もり」

は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであ

って、その内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経

費等を適切に区分したものとする。また、必要に応じ

て、この見積もりが適切に算出されたものであること

がわかるよう、その算出方法を明示させることとする。 
 なお、当該被保険者に対して居宅介護サービス計画

又は介護予防サービス計画（以下「居宅サービス計画

等」という。）が作成されている場合は、居宅サービス

計画等の記載と重複する内容については、居宅サービ

ス計画等の記載内容が確認することができれば、申請

書への記載を省略して差し支えない。 
 

②住宅改修が必要な理由書（施行規則第７５条第１項

第３号、第９４条第１項第３号） 
 第３号の「住宅改修について必要と認められる理由

が記載されているもの」は、被保険者の心身の状況及

び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状

況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別と

その選定理由を記載するもので、別紙２の様式を標準

とする。 
 また、当該書類を作成する者は、基本的には居宅サ

ービス計画又は介護予防サービス計画を作成する介護

支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員（以

下「介護支援専門員等」という。）とするが、市町村が

行う福祉用具・住宅改修支援事業等として、住宅改修

についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医

療又は建築の専門家も含まれるものである。ただし、

当該書類を作成しようとする者が、当該住宅改修に係

る被保険者の居宅サービス計画又は介護予防サービス

計画を作成している者と異なる場合は、十分に連絡調

整を行うことが必要である。 
 また、当該被保険者に対して居宅サービス計画等が

作成されている場合は、居宅サービス計画等の記載と

重複する内容については、居宅サービス計画等の記載

内容が確認することができれば、理由書への記載を省

略して差し支えない。 
 なお、介護支援専門員等が当該書類を作成する業務

は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環であ

るため、被保険者から別途費用を徴収することはでき

ない。また、介護支援専門員等が、自ら住宅改修の設

計・施工を行わないにもかかわらず被保険者から住宅

改修の工事を請け負い、住宅改修の事業者に一括下請

けさせたり、住宅改修事業者から仲介料・紹介料を徴

収したりすること等は認められない。 
 
③住宅改修の予定の状態が確認できるもの（施行規則

第７５条第１項第４号、第９４条第１項第４号） 
 第４号の「住宅改修の予定の状態が確認できるもの」

とは、便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改

修後の予定の状態を写真や簡単な図で示したものとす

る。 
 
（２）事後申請 
 被保険者が住宅改修を完了し、次に掲げる書類を市

町村に提出したときには、市町村は、事前に提出され

た書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行

い、当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合、住宅

改修費の支給を決定する。 
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①「住宅改修に要した費用」（施行規則第７５条第１項

第５号、第９４条第１項第５号） 
 「住宅改修に要した費用」については、住宅改修費

の支給対象となる住宅改修費の費用とする。 
 
②領収証（施行規則第７５条第１項第６号、第９４条

第１項第６号） 
 第６号の「住宅改修に要した費用に係る領収証」に

は、工事費内訳書も添付する。工事費内訳書は、工事

を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工

費、諸経費等を適切に区分したものとする。 
 なお、領収証は住宅改修費の支給対象とならない工

事等の費用を含めた費用を記載して差し支えないが、

この場合、「住宅改修に要した費用」が種類告示の第１

号から第６号までに掲げる住宅改修に要した費用とし

て適切に算出されたものであることがわかるよう、工

事費内訳書において算出方法を明示するものとする。 
 
③完成後の状態を確認できる書類等（施行規則第７５

条第１項第７号、第９４条第１項第７号） 
 第７号の「住宅改修の完成後の状態を確認できる書

類等」とは、便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前

及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が

わかるものとする。 
 
④住宅の所有者の承諾書（施行規則第７５条第３項及

び第９４条第３項） 
 当該住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が

異なる場合は、当該住宅改修についての所有者の承諾

書が必要であるので留意されたい。 
 
（３）やむ得ない事情がある場合の手続き（施行規則

第７５条第２項、第９４条第２項） 
 やむ得ない事情がある場合とは、入院又は入所者が退

院又は退所後の住宅での受け入れのため、あらかじめ

住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行

おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場合

等をいう。 
  また、平成 18 年 4 月 1日前に住宅改修に着工した場

合についても、当該やむ得ない事情がある場合に該当

するものである。 
  なお、事前申請制度が定着する当分の間、事前に申

請がなかった住宅改修についても、当分の間、「やむ得

ない事情がある場合」として、経過的に保険者の判断

で運用することは差し支えない。 
 
 

３ 住宅改修費の算定上の留意事項 
（１）住宅改修の設計及び積算の費用 
 住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用

については、住宅改修の費用として取り扱うが、住宅

改修を伴わない設計及び積算のみの費用については住

宅改修費の支給対象とならないものである。 
 
（２）新築又は増改築の場合 
 住宅の新築は、住宅改修とは認められないので住宅

改修費の支給対象とならないものである。 
 また、増築の場合は、新たに居室を設ける場合等は

住宅改修費の支給対象とならないが、廊下の拡幅にあ

わせて手すりを取り付ける場合、便所の拡張に伴い和

式便器から洋式便器に取り換える場合等は、それぞれ

「手すりの取付け」、「洋式便器等への便器の取替え」

に係る費用についてのみ住宅改修費の支給対象となり

得るものである。 
 
（３）住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われ

た場合 
 住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給

対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出、按

分等適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる

費用を算出する。 
 
（４）被保険者等自らが住宅改修を行った場合 
 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本

人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料

の購入費を住宅改修費の支給対象とするものである。

この場合、施行規則第７５条第１項第６号及び第９４

条第１項第６号の「住宅改修に要した費用に係る領収

証」は、材料を販売した者が発行したものとし、これ

に添付する工事費内訳書として、使用した材料の内訳

を記載した書類を本人又は家族等が作成することとす

る。なお、この場合であっても、必要となる書類に変

更はないので留意されたい。 
 
（５）一の住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改

修の費用 
 一の住宅に複数の被保険者が居住する場合において

は、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに

行われるため、被保険者ごとに住宅改修費の支給申請

を行うことが可能である。ただし、一の住宅について

同時に複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合

は、当該住宅改修のうち、各被保険者に有意な範囲を

特定し、その範囲が重複しないように申請を行うもの

とする。したがって、例えば被保険者が２人いる場合
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において、各自の専用の居室の床材の変更を同時に行

ったときは、各自が自らの居室に係る住宅改修費の支

給申請を行うことが可能であるが、共用の居室につい

て床材の変更を行ったときは、いずれか一方のみが支

給申請を行うこととなる。 
 
４ 支援体制等の整備 
（１）支援体制の整備 
 住宅改修は、被保険者の心身の状況及び日常生活上

の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況、家族構成、

住宅改修の予算等を総合的に勘案することが必要であ

り、福祉用具と同様に個別性が強いものである。また、

ひとたび住宅改修を行うと、簡単に修正できるもので

はないことから、２の（１）で事前に提出される申請

書又は書類により、当該申請に係る住宅改修が保険給

付として適当なものかどうかを確認し、事前に被保険

者に対して、その確認結果を教示するとともに、被保

険者からの事前の相談に対し適切な助言等を行うこと

ができるよう、市町村は、都道府県、関係機関、関係

団体、居宅介護支援事業者等とも連携を図り、住宅改

修に関する専門的知識及び経験を有する者等による支

援体制を整備することが望ましい。 
 なお、市町村は、地域支援事業の一つである福祉用

具・住宅改修支援事業として相談、助言等の事業、住

宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類

を作成した場合の経費を助成する事業を行うことが可

能である。 
 
（２）事業者に係る情報提供 
 被保険者が住宅改修の事業者を適切に選択できるよ

う、市町村は住宅改修の事業者に関する情報を提供す

ることが重要である。特に、高齢者の住宅改修は一般

の住宅改修と異なり、高齢者の心身の状況等を勘案す

ること、要介護状態の変化にも適切に対応していくこ

と等が求められるため、事業者に関し、高齢者の住宅

改修の実績や、アフターサービスの方針等の情報につ

いても提供するよう留意することとされたい。 
 
（３）事業者等に対する研修事業の実施 
 適切な住宅改修が行えるよう、住宅改修の事業者の

育成も重要であり、関係機関、関係団体等の協力を得

て、都道府県又は市町村が研修事業を行うことが望ま

しい。 
 
（４）事業者に対する質問・検査等 
 市町村は、住宅改修の支給に関して必要あると認め

るときは、法第 45 条第 8 項、法第 57 条 8 項の規定に

より、住宅改修を行う者又は住宅改修を行った者に対

して、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関

係者への出頭を求め、又は事業所へ立ち入り、帳簿書

類その他の物件を検査することができることとされて

いる。 
 
５ 市町村における介護保険とは別の住宅改修に関す

る助成制度 
 一部の市町村においては、法施行前から住宅改修に

ついて助成事業が行われているところであるが、法施

行後も、法における住宅改修費の支給対象外の工事及

びその費用が支給限度基準額を超えて行われる工事に

ついて、助成を行うことは可能である。 
 ただし、法に基づく住宅改修費の支給対象となる住

宅改修を助成対象とする場合、法に基づく住宅改修費

の支給を確実に優先させるためには、これを超える分

について地方公共団体の単独事業として助成する旨の

調整規定を、当該事業の根拠である条例等に盛り込む

ことが必要である。 
 
（別紙１) 

  住宅改修の支給可能額算定の例外に係る取扱いに関

する解説 
 
 （１）要介護等状態区分を基準として定める「介護の

必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合 
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例外１ 
初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日

の要介護等状態区分を基準として次表に定める「介

護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合

に、再度、２０万円まで支給可能（以下「３段階リ

セットの例外」という。） 
 
「介護の必要

の程度」の段階 
要介護等状態区分 

第六段階 要介護５ 

第五段階 要介護４ 
第四段階 要介護３ 
第三段階 要介護２ 
第二段階 要支援２ 又は 要介護１ 
第一段階 要支援１ 又は 経過的要介護 

旧要支援 
 
・したがって、要支援１から要介護２となった場合、

要介護等状態区分は３段階上がるものの、「介護の

必要の程度」の段階は２段階しか上がっておらず、

３段階リセットの例外は適用されない。 
・「介護の必要の程度」の段階は３段階以上上がって

も自動的に３段階リセットの例外が適用されるの

ではなく、その時点で住宅改修を行わない場合は

適用されない。 
・３段階リセットの例外が適用された場合は、以前

の住宅改修で支給可能残額があってもリセットさ

れ、支給限度額は２０万円となり、支給限度額管

理もリセット後のみで行われる。 
・３段階リセットの例外は一の被保険者につき１回

しか適用されない。 
・ただし転居した場合（例外２参照）は、転居後の

住宅改修に着目し ３段階リセットの例外が適用

される。 
 
初めて住宅改修に着工した日の要介護等状態区分を基

準として、「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上

がった場合（次の１４通り）は再度２０万円まで住宅

改修費が支給可能となる。 
 
    旧要支援        →       要介護３ 
                       →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
     要支援１      →       要介護３ 
                       →       要介護４ 
                       →       要介護５ 

 
         要支援２      →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
     経過的要介護  →       要介護３ 
                       →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
         要介護１      →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
         要介護２      →       要介護５ 
 
 ただし、この３段階以上というのは、着工日の要介護

等状態区分を比較するものであり、その他の要介護等

状態区分の履歴は関係ないことに留意されたい。 
 したがって、①初めて認定された要介護等状態区分、

例えば、要支援１と認定されたもののその時点では住

宅改修を行わず、要介護１となってから初めて住宅改

修を行った場合は、要介護１を基準として「介護の必

要の程度」の段階が３段階以上上がった場合に再度 

２０万円まで支給が可能となる。 

 

一方、②要支援２のときに初めて住宅改修に着工し、

その後要介護４の認定を受けたもののこの時点では再

度の住宅改修を行わず、後に要介護３と変更された場

合には、「介護の必要の程度」の段階が３段階以上とい

う要件を満たしていないため３段階リセットの例外は

適用されない。この場合、再び要介護４又は要介護５

の認定がなされれば、再度２０万円まで支給が可能と

なる。 

 

さらに、③要介護１の時に初めて住宅改修に着工して

１０万円の住宅改修費の支給を受け、その後要介護３

の時点でも１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合

であっても、要介護４となった場合、初めて住宅改修

を行った要介護１を基準として「介護の必要の程度」

の段階が３段階上がっているため、再度２０万円まで

の支給が可能となるが、逆に④要介護３の時に初めて

住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支給を受け、

その後要介護１の時点で１０万円の住宅改修費の支給

を受けた場合は、初めて住宅改修を行った要介護３が
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において、各自の専用の居室の床材の変更を同時に行

ったときは、各自が自らの居室に係る住宅改修費の支

給申請を行うことが可能であるが、共用の居室につい

て床材の変更を行ったときは、いずれか一方のみが支

給申請を行うこととなる。 
 
４ 支援体制等の整備 
（１）支援体制の整備 
 住宅改修は、被保険者の心身の状況及び日常生活上

の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況、家族構成、

住宅改修の予算等を総合的に勘案することが必要であ

り、福祉用具と同様に個別性が強いものである。また、

ひとたび住宅改修を行うと、簡単に修正できるもので

はないことから、２の（１）で事前に提出される申請

書又は書類により、当該申請に係る住宅改修が保険給

付として適当なものかどうかを確認し、事前に被保険

者に対して、その確認結果を教示するとともに、被保

険者からの事前の相談に対し適切な助言等を行うこと

ができるよう、市町村は、都道府県、関係機関、関係

団体、居宅介護支援事業者等とも連携を図り、住宅改

修に関する専門的知識及び経験を有する者等による支

援体制を整備することが望ましい。 
 なお、市町村は、地域支援事業の一つである福祉用

具・住宅改修支援事業として相談、助言等の事業、住

宅改修費の支給の申請に係る必要な理由がわかる書類

を作成した場合の経費を助成する事業を行うことが可

能である。 
 
（２）事業者に係る情報提供 
 被保険者が住宅改修の事業者を適切に選択できるよ

う、市町村は住宅改修の事業者に関する情報を提供す

ることが重要である。特に、高齢者の住宅改修は一般

の住宅改修と異なり、高齢者の心身の状況等を勘案す

ること、要介護状態の変化にも適切に対応していくこ

と等が求められるため、事業者に関し、高齢者の住宅

改修の実績や、アフターサービスの方針等の情報につ

いても提供するよう留意することとされたい。 
 
（３）事業者等に対する研修事業の実施 
 適切な住宅改修が行えるよう、住宅改修の事業者の

育成も重要であり、関係機関、関係団体等の協力を得

て、都道府県又は市町村が研修事業を行うことが望ま

しい。 
 
（４）事業者に対する質問・検査等 
 市町村は、住宅改修の支給に関して必要あると認め

るときは、法第 45 条第 8 項、法第 57 条 8 項の規定に

より、住宅改修を行う者又は住宅改修を行った者に対

して、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関

係者への出頭を求め、又は事業所へ立ち入り、帳簿書

類その他の物件を検査することができることとされて

いる。 
 
５ 市町村における介護保険とは別の住宅改修に関す

る助成制度 
 一部の市町村においては、法施行前から住宅改修に

ついて助成事業が行われているところであるが、法施

行後も、法における住宅改修費の支給対象外の工事及

びその費用が支給限度基準額を超えて行われる工事に

ついて、助成を行うことは可能である。 
 ただし、法に基づく住宅改修費の支給対象となる住

宅改修を助成対象とする場合、法に基づく住宅改修費

の支給を確実に優先させるためには、これを超える分

について地方公共団体の単独事業として助成する旨の

調整規定を、当該事業の根拠である条例等に盛り込む

ことが必要である。 
 
（別紙１) 

  住宅改修の支給可能額算定の例外に係る取扱いに関

する解説 
 
 （１）要介護等状態区分を基準として定める「介護の

必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合 
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例外１ 
初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日

の要介護等状態区分を基準として次表に定める「介

護の必要の程度」の段階が３段階以上上がった場合

に、再度、２０万円まで支給可能（以下「３段階リ

セットの例外」という。） 
 
「介護の必要

の程度」の段階 
要介護等状態区分 

第六段階 要介護５ 

第五段階 要介護４ 
第四段階 要介護３ 
第三段階 要介護２ 
第二段階 要支援２ 又は 要介護１ 
第一段階 要支援１ 又は 経過的要介護 

旧要支援 
 
・したがって、要支援１から要介護２となった場合、

要介護等状態区分は３段階上がるものの、「介護の

必要の程度」の段階は２段階しか上がっておらず、

３段階リセットの例外は適用されない。 
・「介護の必要の程度」の段階は３段階以上上がって

も自動的に３段階リセットの例外が適用されるの

ではなく、その時点で住宅改修を行わない場合は

適用されない。 
・３段階リセットの例外が適用された場合は、以前

の住宅改修で支給可能残額があってもリセットさ

れ、支給限度額は２０万円となり、支給限度額管

理もリセット後のみで行われる。 
・３段階リセットの例外は一の被保険者につき１回

しか適用されない。 
・ただし転居した場合（例外２参照）は、転居後の

住宅改修に着目し ３段階リセットの例外が適用

される。 
 
初めて住宅改修に着工した日の要介護等状態区分を基

準として、「介護の必要の程度」の段階が３段階以上上

がった場合（次の１４通り）は再度２０万円まで住宅

改修費が支給可能となる。 
 
    旧要支援        →       要介護３ 
                       →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
     要支援１      →       要介護３ 
                       →       要介護４ 
                       →       要介護５ 

 
         要支援２      →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
     経過的要介護  →       要介護３ 
                       →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
         要介護１      →       要介護４ 
                       →       要介護５ 
 
         要介護２      →       要介護５ 
 
 ただし、この３段階以上というのは、着工日の要介護

等状態区分を比較するものであり、その他の要介護等

状態区分の履歴は関係ないことに留意されたい。 
 したがって、①初めて認定された要介護等状態区分、

例えば、要支援１と認定されたもののその時点では住

宅改修を行わず、要介護１となってから初めて住宅改

修を行った場合は、要介護１を基準として「介護の必

要の程度」の段階が３段階以上上がった場合に再度 

２０万円まで支給が可能となる。 

 

一方、②要支援２のときに初めて住宅改修に着工し、

その後要介護４の認定を受けたもののこの時点では再

度の住宅改修を行わず、後に要介護３と変更された場

合には、「介護の必要の程度」の段階が３段階以上とい

う要件を満たしていないため３段階リセットの例外は

適用されない。この場合、再び要介護４又は要介護５

の認定がなされれば、再度２０万円まで支給が可能と

なる。 

 

さらに、③要介護１の時に初めて住宅改修に着工して

１０万円の住宅改修費の支給を受け、その後要介護３

の時点でも１０万円の住宅改修費の支給を受けた場合

であっても、要介護４となった場合、初めて住宅改修

を行った要介護１を基準として「介護の必要の程度」

の段階が３段階上がっているため、再度２０万円まで

の支給が可能となるが、逆に④要介護３の時に初めて

住宅改修に着工し１０万円の住宅改修費の支給を受け、

その後要介護１の時点で１０万円の住宅改修費の支給

を受けた場合は、初めて住宅改修を行った要介護３が
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基準となるので、要介護４となった場合でも再度の住

宅改修費の支給はできないこととなる。 

 

 

また、以前の住宅改修で２０万円まで支給を受けてお

らず支給可能残額があっても、支給可能残額はリセッ

トされ、再度の住宅改修の支給限度額は２０万円とな

る。したがって、⑤要介護１の時に１２万円の支給を

受け、その後要介護４で住宅改修を行った場合は、支

給可能残額の８万円はリセットされることとなり、 

２０万円が支給限度額となる。 

 
ひとたび３段階リセットの例外が適用されると、その

後の要介護等状態区分の変化にかかわらずリセット後

で支給限度額管理がなされる。⑥要介護１の時に１２

万円の住宅改修を行い、その後要介護４で１５万円の

再度の住宅改修を行った場合、さらにその後要介護３

となっても支給限度額管理はリセット後で行われるた

め５万円までの住宅改修費の支給が可能となる。なお、

要介護１のときの支給可能残額８万円はすでにリセッ

トされており、復活することはない。 

 
３段階リセットの例外は、一の被保険者につき１回限

りであり、⑦再び「介護の必要の程度」の段階が３段

階以上上がっても適用されない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 （２）転居した場合 
例外２ 
・転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費

の支給状況とは関係なく、転居後の住宅について

２０万円まで支給可能（以下「転居リセットの例

外」という。） 
・３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目

して適用  （転居リセットの例外が優先） 
・転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に

係る支給状況が復活 
 
転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支

給状況のいかんにかかわらず、転居後の住宅について

２０万円まで住宅改修費の支給が可能となる。また、

⑧３段階リセットの例外も転居後の住居について初め

て住宅改修に着工する日の要介護等状態区分を基準と

する。 

 

さらに、⑨転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住

宅に係る支給状況が復活し、転居リセットはなかった

ものとして取り扱うこととなり、したがって、３段階

リセットの例外で基準となる要介護等状態区分も過去

のものが適用されることとなる。 

 

 
○「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係

る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定め

る特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予

防福祉用具の種目」及び「介護保険の給付対象と

なる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の

改正等に伴う実施上の留意事項について 
(平成 21 年 4 月 10 日 老振発第 0410001 号) 

 
(各都道府県介護保険主管部（局）長あて厚生労働省老

健局振興課長通知) 

 
今般、「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に

係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特

定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具

の種目の一部を改正する件」（平成２１年３月１３日

厚生労働省告示第８４号）が公布されたこと及び「介

護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱
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いについて」（平成１２年１月３１日老企第３４号。

以下「解釈通知」という。）の一部改正が行われたこ

と並びに平成２０年１０月８日及び２１日に開催され

た「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」（以下

「検討会」という。）における議論を踏まえ、福祉用

具等の範囲についても整理を行ったことに伴い、本年

４月１日から取扱いが変更される点及び留意事項等は

別添のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、

関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、そ

の運用に遺漏のないようにされたい。 
 
（別添） 

第１ 改正に伴う変更点及び留意事項等について 

１ 体位変換器 

「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介

護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」（平

成１１年３月３１日厚生省告示第９３号。以下

「貸与告示」という。）第６項に掲げる「体位変

換器」については、解釈通知において、仰臥位か

ら側臥位への体位の変換を行うことができるも

ののみを給付対象としてきたところであるが、今

般、解釈通知の改正により、仰臥位から座位への

体位の変換を行えるものを給付対象に含めるこ

ととしたものである。ただし、安全性の確保のた

め、転落等が予想されるベッド上での使用や、当

該福祉用具が設計上想定しない場面での使用は

行わない等の留意が必要である。 

２ 移動用リフト（つり具の部分を除く。） 

貸与告示第１２項に掲げる「移動用リフト（つ

り具の部分を除く。）」の床走行式については、

解釈通知において、「床を移動し」としていたこ

とから、水平方向、上下方向に移動するもののみ

を給付対象としてきたところであるが、今般、解

釈通知を「床又は階段等を移動し」と改正したこ

とにより、階段等の斜め方向に移動できるもの

（以下「階段移動用リフト」という。）を給付対

象に含めることとしたものである。ただし、階段

移動用リフトについては、転落等の事故の防止に

留意しなければならないこと及び使用にあたっ

ては主に利用者の家族、訪問介護員等（以下「利

用者の家族等」という。）によって操作されるこ

とが想定されるため、利用者の家族等によって安

全に使用されなければならないことから、階段移

動用リフトを指定福祉用具貸与又は指定介護予

防福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与等」と

いう。）として提供する場合には、次に掲げる手

続き等を経ること。 
（１）指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする

福祉用具専門相談員が、階段移動用リフトの

製造事業者等が実施している講習を受講し、

かつ、当該講習の課程を修了した旨の証明を

受けていること。 

(２) 福祉用具専門相談員が、サービス担当者会

議等を通じて、利用者の家族等に対し、利用

者の家族等の心身の状況及びその置かれてい

る環境に照らして、階段移動用リフトの適切

な使用のための助言及び情報提供を行う等の

必要な措置を講じていること。 

(３) 福祉用具専門相談員は、介護支援専門員又

は担当職員（以下「介護支援専門員等」とい

う。）が居宅サービス計画又は介護予防サービ

ス計画（以下「居宅サービス計画等」という。）

に指定福祉用具貸与等として階段移動用リフ

トを位置付ける場合にあっては、当該福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項等について

十分な説明を利用者の家族等に行った上で、

実際に当該福祉用具を使用させながら指導を

行い、専門的な見地から安全性に十分に配慮

してその要否を判断し、責任をもって提供を

行うこと。 

(４)  指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動

用リフトの見やすい場所に使用に当たっての

留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、

安全性に関する情報の提供を行うこと。 
なお、車いすに装着等することにより一体

的に使用するもので、車いす付属品として同

様の機能を有するものについても、安全性の

確保について同様に留意する必要がある。  

３ 特殊尿器 

「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に

係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定

める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護

予防福祉用具の種目」（平成１１年３月３１日厚

生省告示第９４号。以下「販売告示」という。）

第２項に掲げる「特殊尿器」については、解釈通

知において、尿が自動的に吸引されるもののみを

給付対象としてきたところであるが、今般、便が

自動的に吸引されるものについても給付対象に

含めることとしたものである。 

また、便が自動的に吸引されるものは、衛生性

が確保されたものを使用するよう留意が必要で

ある。 
なお、便が自動的に吸引されるものについては、

利用者が継続して使用し続けることで、かえって

利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が

営めなくなる場合や、廃用症候群が生じる場合も

― 54 ―



― 50 ― 

基準となるので、要介護４となった場合でも再度の住

宅改修費の支給はできないこととなる。 

 

 

また、以前の住宅改修で２０万円まで支給を受けてお

らず支給可能残額があっても、支給可能残額はリセッ

トされ、再度の住宅改修の支給限度額は２０万円とな

る。したがって、⑤要介護１の時に１２万円の支給を

受け、その後要介護４で住宅改修を行った場合は、支

給可能残額の８万円はリセットされることとなり、 

２０万円が支給限度額となる。 

 
ひとたび３段階リセットの例外が適用されると、その

後の要介護等状態区分の変化にかかわらずリセット後

で支給限度額管理がなされる。⑥要介護１の時に１２

万円の住宅改修を行い、その後要介護４で１５万円の

再度の住宅改修を行った場合、さらにその後要介護３

となっても支給限度額管理はリセット後で行われるた

め５万円までの住宅改修費の支給が可能となる。なお、

要介護１のときの支給可能残額８万円はすでにリセッ

トされており、復活することはない。 

 
３段階リセットの例外は、一の被保険者につき１回限

りであり、⑦再び「介護の必要の程度」の段階が３段

階以上上がっても適用されない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 （２）転居した場合 
例外２ 
・転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費

の支給状況とは関係なく、転居後の住宅について

２０万円まで支給可能（以下「転居リセットの例

外」という。） 
・３段階リセットの例外は転居後の住宅のみに着目

して適用  （転居リセットの例外が優先） 
・転居前の住宅に再び転居した場合は転居前住宅に

係る支給状況が復活 
 
転居した場合は、転居前の住宅に係る住宅改修費の支

給状況のいかんにかかわらず、転居後の住宅について

２０万円まで住宅改修費の支給が可能となる。また、

⑧３段階リセットの例外も転居後の住居について初め

て住宅改修に着工する日の要介護等状態区分を基準と

する。 

 

さらに、⑨転居前の住宅に再び戻った場合は転居前住

宅に係る支給状況が復活し、転居リセットはなかった

ものとして取り扱うこととなり、したがって、３段階

リセットの例外で基準となる要介護等状態区分も過去

のものが適用されることとなる。 

 

 
○「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係

る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定め

る特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予

防福祉用具の種目」及び「介護保険の給付対象と

なる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の

改正等に伴う実施上の留意事項について 
(平成 21 年 4 月 10 日 老振発第 0410001 号) 

 
(各都道府県介護保険主管部（局）長あて厚生労働省老

健局振興課長通知) 

 
今般、「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に

係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特

定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具

の種目の一部を改正する件」（平成２１年３月１３日

厚生労働省告示第８４号）が公布されたこと及び「介

護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱

― 51 ― 

いについて」（平成１２年１月３１日老企第３４号。

以下「解釈通知」という。）の一部改正が行われたこ

と並びに平成２０年１０月８日及び２１日に開催され

た「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」（以下

「検討会」という。）における議論を踏まえ、福祉用

具等の範囲についても整理を行ったことに伴い、本年

４月１日から取扱いが変更される点及び留意事項等は

別添のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、

関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、そ

の運用に遺漏のないようにされたい。 
 
（別添） 

第１ 改正に伴う変更点及び留意事項等について 

１ 体位変換器 

「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介

護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」（平

成１１年３月３１日厚生省告示第９３号。以下

「貸与告示」という。）第６項に掲げる「体位変

換器」については、解釈通知において、仰臥位か

ら側臥位への体位の変換を行うことができるも

ののみを給付対象としてきたところであるが、今

般、解釈通知の改正により、仰臥位から座位への

体位の変換を行えるものを給付対象に含めるこ

ととしたものである。ただし、安全性の確保のた

め、転落等が予想されるベッド上での使用や、当

該福祉用具が設計上想定しない場面での使用は

行わない等の留意が必要である。 

２ 移動用リフト（つり具の部分を除く。） 

貸与告示第１２項に掲げる「移動用リフト（つ

り具の部分を除く。）」の床走行式については、

解釈通知において、「床を移動し」としていたこ

とから、水平方向、上下方向に移動するもののみ

を給付対象としてきたところであるが、今般、解

釈通知を「床又は階段等を移動し」と改正したこ

とにより、階段等の斜め方向に移動できるもの

（以下「階段移動用リフト」という。）を給付対

象に含めることとしたものである。ただし、階段

移動用リフトについては、転落等の事故の防止に

留意しなければならないこと及び使用にあたっ

ては主に利用者の家族、訪問介護員等（以下「利

用者の家族等」という。）によって操作されるこ

とが想定されるため、利用者の家族等によって安

全に使用されなければならないことから、階段移

動用リフトを指定福祉用具貸与又は指定介護予

防福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与等」と

いう。）として提供する場合には、次に掲げる手

続き等を経ること。 
（１）指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする

福祉用具専門相談員が、階段移動用リフトの

製造事業者等が実施している講習を受講し、

かつ、当該講習の課程を修了した旨の証明を

受けていること。 

(２) 福祉用具専門相談員が、サービス担当者会

議等を通じて、利用者の家族等に対し、利用

者の家族等の心身の状況及びその置かれてい

る環境に照らして、階段移動用リフトの適切

な使用のための助言及び情報提供を行う等の

必要な措置を講じていること。 

(３) 福祉用具専門相談員は、介護支援専門員又

は担当職員（以下「介護支援専門員等」とい

う。）が居宅サービス計画又は介護予防サービ

ス計画（以下「居宅サービス計画等」という。）

に指定福祉用具貸与等として階段移動用リフ

トを位置付ける場合にあっては、当該福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項等について

十分な説明を利用者の家族等に行った上で、

実際に当該福祉用具を使用させながら指導を

行い、専門的な見地から安全性に十分に配慮

してその要否を判断し、責任をもって提供を

行うこと。 

(４)  指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動

用リフトの見やすい場所に使用に当たっての

留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、

安全性に関する情報の提供を行うこと。 
なお、車いすに装着等することにより一体

的に使用するもので、車いす付属品として同

様の機能を有するものについても、安全性の

確保について同様に留意する必要がある。  

３ 特殊尿器 

「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に

係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定

める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護

予防福祉用具の種目」（平成１１年３月３１日厚

生省告示第９４号。以下「販売告示」という。）

第２項に掲げる「特殊尿器」については、解釈通

知において、尿が自動的に吸引されるもののみを

給付対象としてきたところであるが、今般、便が

自動的に吸引されるものについても給付対象に

含めることとしたものである。 

また、便が自動的に吸引されるものは、衛生性

が確保されたものを使用するよう留意が必要で

ある。 
なお、便が自動的に吸引されるものについては、

利用者が継続して使用し続けることで、かえって

利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が

営めなくなる場合や、廃用症候群が生じる場合も
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想定される。このため、居宅介護福祉用具購入費

及び介護予防福祉用具購入費を算定できる場合

は、次のいずれにも該当する場合とする。 
(１) 特殊尿器（便が自動的に吸引されるもの）

が必要と判断される者であること 
次の①のア、イのいずれか又は②のア、イ

のいずれかに該当する者とする。 
① 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護

予防支援を受けている場合 
ア 「要介護認定等基準時間の推計の方法」

（平成１２年３月２４日厚生省告示第９

１号）別表第一の調査票（以下「調査票」

という。）のうち調査項目「２－１ 移乗」

及び「２－６ 排便」の直近の結果を用い

「全介助」である者 
利用者の調査票について必要な部分

（実施日時、調査対象者等の時点の確認

及び本人確認できる部分並びに基本調査

の回答で当該利用者の状態像の確認が必

要な部分）の内容が確認できる文書で判

断すること。 
イ 医師の医学的な所見及びサービス担当

者会議を通じた適切なケアマネジメント

に基づき、当該福祉用具が必要と判断され

た者 
介護支援専門員等は、医師に対し、当該

福祉用具の使用の必要性について、意見を

求めることとする。 
なお、当該医師の医学的な所見について

は、主治医意見書によるもののほか、医師

の診断書又は担当の介護支援専門員等が

聴取した居宅サービス計画等に記載する

医師の所見でも差し支えない。 
② 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護

予防支援を受けていない場合 
ア ①のアに同じ 

イ 医師の医学的な所見に基づき、当該特殊

尿器の使用が必要であると判断された者 
当該医師の医学的な所見については、主

治医意見書又は医師の診断書とする。 
 (２) 市町村が当該福祉用具の必要性を確認で

きる場合であること 

利用者は、（1）に掲げるいずれかの書面を

介護保険法施行規則（平成１１年３月３１日

厚生省令第３６号）第７１条第１項及び第９

０条第１項に掲げる申請書に添付しなければ

ならない。 

４ 入浴補助用具 

販売告示第三項に掲げる「入浴補助用具」につ

いては、入浴に際しての補助を行えるものを対象

としているところであるが、今般、身体に直接巻

き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易

に介助することができる入浴用介助ベルトについ

ても給付対象に含めることとしたものである。 

第２ 保険給付の対象となる福祉用具等の範囲の整理

について 

１ 認知症老人徘徊感知機器 
貸与告示第１１項に掲げる「認知症老人徘徊感

知機器」については、解釈通知において、「屋外

へ出ようとした時又は屋内のある地点を通過し

たときに家族、隣人等へ通報するもの」を対象と

しているところであるが、今般、検討会での議論

を踏まえ、「ベッドや布団等を離れた時に通報す

る」ものについても、「屋内のある地点を通過し

た時に」の解釈に含まれ、給付対象であることと

整理したものである。 
２ 引き戸等への扉の取替え 

「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費

等の支給に係る住宅改修の種類」（平成１１年３

月３１日厚生省告示第９５号）第四号に掲げる

「引き戸等への扉の取替え」については、従来、

扉位置の変更等を含め扉の取替えとしてきたと

ころであるが、検討会での議論を踏まえ、引き戸

等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低

廉に抑えられる場合もあることから、その場合に

限り「引き戸等の新設」は「引き戸等への扉の取

替え」に含まれ、給付対象であることと整理した

ものである。 
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工事費内訳書の記入上の注意         

１．内訳書の項目について

    部屋名、部位、工事名称、内容（仕様）、単価、数量等は最低限区分して記載します。

２．材料費、施工費、諸経費を区分し、材工一式の表示は、材工を区分するのが困難な場合を除

いて、できる限り避けます。 

３．支給対象となる住宅改修に係る材料（手すり、床材、便器等）については、その仕様を明記し

ます。 

 
  内訳書  悪い例

             対  象  部  分
 部屋名  部   分        名       称    内     容 （仕     様）

   数量     単価    金    額
     備     考

１階洋室 手すり設置工事 １ 式         ○○○○

その他関連工事 １ 式                ○○○○

１階洋室計         △△△△

  

１階和室・DK 床フローリング張り １ 式                  □□□□ 付帯工事一式を含む

１階和室・DK計         △△△△

小      計         □□□□

諸  経  費 ○ ％          △△△

合      計          □□□□

消  費  税 5 ％          ○○○

総  合  計          △△△△

材・工１式の表示の多用は、材料の

仕様・対象範囲等が不明確となるの

で不適当。
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住宅改修承諾書（参考） 
年    月    日 

 
住宅改修の承諾についてのお願い 

（賃貸人） 
住   所 
氏   名                           殿 
 
                                      （賃借人） 
                                       住   所 
                                       氏   名                                印 
 
  私が賃借している下記（１）の住宅の住宅改修を、別紙「介護保険住宅改修費支給申請

書」の通り行いたいので、承諾願います。 
記 

名    称  

所 在 地  (1) 住    宅 

住戸番号  
個所・部位 内容 

(2) 住宅改修の概要 

  

 
 

承      諾      書 
上記について、承諾いたします。 
（なお、                                                                       ） 
 

年     月     日 
                                    （賃貸人） 
                                    住   所 
                                    氏   名                                   印 
 
[注] 

１ 賃借人は、本承諾書の点線から上の部分を記載し、賃貸人に 2 通提出してください。賃貸人は、承諾 

   する場合には本承諾書の点線から下の部分を記載し、1 通を賃借人に返還し、1 通を保管してください。 

２ (1)の欄は、契約書頭書を参考にして記載してください。 

３ 承諾に当たっての確認事項等があれば、「なお、」の後に記載してください。 
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住宅改修承諾書（参考） 
年    月    日 

 
住宅改修の承諾についてのお願い 

（賃貸人） 
住   所 
氏   名                           殿 
 
                                      （賃借人） 
                                       住   所 
                                       氏   名                                印 
 
  私が賃借している下記（１）の住宅の住宅改修を、別紙「介護保険住宅改修費支給申請

書」の通り行いたいので、承諾願います。 
記 

名    称  

所 在 地  (1) 住    宅 

住戸番号  
個所・部位 内容 

(2) 住宅改修の概要 

  

 
 

承      諾      書 
上記について、承諾いたします。 
（なお、                                                                       ） 
 

年     月     日 
                                    （賃貸人） 
                                    住   所 
                                    氏   名                                   印 
 
[注] 

１ 賃借人は、本承諾書の点線から上の部分を記載し、賃貸人に 2 通提出してください。賃貸人は、承諾 

   する場合には本承諾書の点線から下の部分を記載し、1 通を賃借人に返還し、1 通を保管してください。 

２ (1)の欄は、契約書頭書を参考にして記載してください。 

３ 承諾に当たっての確認事項等があれば、「なお、」の後に記載してください。 
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住宅改修承諾書２（参考） 
 

年    月    日 
 

住宅改修の承諾書 
 
 
                                      （住宅所有者） 
                                      住   所 
                                      氏   名                                 印 
                                     
 
 
 
私は、下記表示の住宅に、                                                    が 

 
別紙「介護保険住宅改修費支給申請書」の住宅改修を行うことを承諾いたします。 

 
 
住宅改修を行う住宅（所在地） 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 

■この書籍の内容に変更等があった場合は、次のホームページに掲載します。 

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター  http://www.chord.or.jp/ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険における住宅改修・実務解説 

平成１２年４月 初 版発行     平成２１年６月 第６版発行 

平成１２年８月 第２版発行     平成２５年５月 第７版発行 

平成１３年１月 第３版発行     平成２７年６月 第８版発行 

平成１５年５月 第４版発行     平成２９年７月 第９版発行 

平成１８年５月 第５版発行     平成３０年５月 第10版発行 

編集・発行 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

 〒102-0073 

 東京都千代田区九段北 4-1-7 九段センタービル 3階 

 TEL 03-3261-4567  FAX 03-3261-9357    

 印      刷 ㈱かいせい 

無断転載を禁じます 
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私は、下記表示の住宅に、                                                    が 
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